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日野町議会第４回定例会会議録 

令和７年６月定例会議 

 

令和７年６月１２日（第２日） 

開議  ９時０８分 

散会 １７時４１分 

 

１．出席議員（１４名） 

 １番  錦 戸 由 佳   ８番  山 本 秀 喜 

 ２番  福 永 晃 仁   ９番  髙 橋 源三郎 

 ３番  谷 口 智 哉  １０番  加 藤 和 幸 

 ４番  松 田 洋 子  １１番  後 藤 勇 樹 

 ５番  柚 木 記久雄  １２番  中 西 佳 子 

 ６番  川 東 昭 男  １３番  西 澤 正 治 

 ７番  野 矢 貴 之  １４番  杉 浦 和 人 

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

   な  し 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２２名） 

 町 長  堀 江 和 博  副 町 長  安 田 尚 司 

 教 育 長  安 田 寛 次  政 策 監  河 野 隆 浩 

 総 務 主 監  吉 澤 利 夫  厚 生 主 監  山 田 甚 吉 

 産 業 建 設 主 監  柴 田 和 英  教 育 次 長  正 木 博 之 

 税 務 課 長  杉 村 光 司  企 画 振 興 課 長  大 西 敏 幸 

 交通環境政策課長  小 島  勝  住 民 課 長  増 田 武 司 

 福 祉 保 健 課 長  福 田 文 彦  福祉保健課地域共生担当課長  芝  雅 宏 

 子ども支援課長  森   弘一郎  農 林 課 長  吉 村 俊 哲 

 建 設 計 画 課 長  杉 本 伸 一  上 下 水 道 課 長  嶋 村 和 典 

 会 計 管 理 者  三 浦 美 奈  学校教育課不登校対応担当課長  赤 尾 宗 一 

 生 涯 学 習 課 長  加 納 治 夫  生涯学習課歴史文化財担当課長  岡 井 健 司 

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  園 城 久 志  議会事務局書記  藤 澤 絵 里 菜 
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５．議事日程 

日程第 １ 議第４６号から議第４９号まで（工事請負契約について（町道西

大路鎌掛線道路改良工事（その１２））ほか３件）および報第３号

から報第５号まで（令和６年度日野町一般会計繰越明許費繰越計

算書ほか２件）について 

〔質 疑〕 

 〃  ２ 議第４６号から議第４９号まで（工事請負契約について（町道西

大路鎌掛線道路改良工事（その１２））ほか３件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ３ 一般質問 

 ３番  谷口 智哉君 

 ６番  川東 昭男君 

１３番  西澤 正治君 

 ２番  福永 晃仁君 

 １番  錦戸 由佳君 
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会議の概要 

－開議 ９時０８分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員ご起立をお願いします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は全員であります。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 はじめに、会計管理者から行政報告があります。 

 会計管理者。 

会計管理者（三浦美奈君） 皆様、おはようございます。 

 議長のお許しを頂きましたので、行政報告をさせていただきます。 

 去る５月31日、令和６年度の各会計の出納閉鎖を実施いたしましたので、その概

要をご報告申し上げます。本日配付させていただきました令和６年度出納閉鎖状況

の資料をご覧願います。 

 まず、一般会計につきましては、歳入110億64万5,903円、歳出102億3,229万3,135

円、差引き７億6,835万2,768円の残額となりました。 

 なお、歳入歳出差引き額から繰越明許費に係る一般財源5,390万5,000円を差し引

きますと、７億1,444万7,768円になりました。 

 次に、各特別会計の報告をいたします。 

 国民健康保険特別会計は、歳入20億3,870万5,877円、歳出20億2,638万5,526円、

差引き1,232万351円の残額となりました。 

 介護保険特別会計保険事業勘定は、歳入22億4,952万2,066円、歳出21億1,621万

9,481円、差引き１億3,330万2,585円の残額となりました。 

 介護保険特別会計介護サービス事業勘定は、歳入779万5,014円、歳出708万1,580

円、差引き71万3,434円の残額となりました。 

 後期高齢者医療特別会計は、歳入３億4,121万5,736円、歳出３億3,495万5,612円、

差引き626万124円の残額となりました。 

 西山財産区会計は、歳入258万7,489円、歳出190万6,869円、差引き68万620円の

残額となりました。 

 以上、令和６年度出納閉鎖状況の報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 会計管理者の行政報告は終わりました。 

 日程第１ 議第46号から議第49号まで（工事請負契約について（町道西大路鎌掛

線道路改良工事（その12））ほか３件）を一括議題とし、各案に対する質疑に入り
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ます。 

 また、報第３号から報第５号まで（令和６年度日野町一般会計繰越明許費繰越計

算書ほか２件）についても質疑を許可いたします。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 皆様、おはようございます。 

 それでは、私からは、議第47号、工事請負契約について（町道小御門線歩道新設

工事）から大きく３つお聞きをしたいと思います。委員会にも付託をされますので、

細かなところというよりかは、大きく３つの項目で方向性等をお聞きしていきたい

と思います。 

 まず１つ目、現在、工事が完了している区間が県道沿いにあると思います。一定

工事が完了したところで、安全面などで住民の方からご意見など、そういった要望

が上がってきているのかどうか。 

 それから、一部歩道がまだ未完成であると。砂利のままというふうな部分がある

と思うんですが、そういった部分の理由。それから道路が、特に線路側がフラット

になっていますので、夜間に歩かれている方とかは電気等がないので転落するおそ

れが、私も歩いていて、少しあるんじゃないかなというところで、今後その点はど

のようになっていくのかということをまず大きく１つお聞きします。 

 それから、２つ目、必佐小学校横の御門橋について、この間いろいろな議論があ

ると思います。現在の県との協議の内容、それから今後の見通しについてお聞きを

したいと思います。 

 それから、大きく３つ目、出雲の里、大平の里から内池側の、先ほどから議論が

あると思います。内池側の今後の各自治会等との議論も含めて、中長期的な見通し

を教えていただければと。 

 以上３つ、教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ２番、福永晃仁君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 皆さん、おはようございます。本日はどうぞよろしく

お願いします。 

 福永議員より、議第47号、工事請負契約について（町道小御門線歩道新設工事（そ

の２））について質疑を頂きました。３点、大きく質問を頂きました。 

 まず、１点目でございます。安全面の対策というところで、住民さんから声があ

るのかというところでございますが、現在工事が完了しまして開通のほうをさせて

いただいておりますが、安全面について住民さんから何か連絡が入っているかとい

うと、そういうところはないようなところでございます。 
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 次の歩道の砂利の部分というところでございます。こちらの部分につきましては、

昨年度の工事で本来、歩道の舗装をする予定でございましたが、現場のほうを進め

るにあたりまして、工事に入る際に、近隣の田んぼの作付が非常に遅くて、稲の刈

取りも随分遅れたということで、工事に入るのが11月から着手させてもらったとい

うことになります。３月末には工事を仕上げないといけないという中で、工期を非

常に短縮した中で施工する必要がありました。歩道部分の舗装というようなものに

つきましては、どうしても車道に比べまして、舗装の構成の厚さが薄いような形に

なりますので、そういう部分につきましては、こういう期間が短い場合でやった場

合に、自然沈下の中で舗装の表面が下がったりすることが想定されましたので、今

年度で工事を予定していることもありまして、舗装については見送らせていただい

て、今年度の中で対応していきたいというふうに考えているところでございます。 

 次、１点目の３番目のところの中で、道路の歩道の反対側のところの部分の、今

回は現場のほうがコンクリートの擁壁をして、またその横に農業用水のフリューム

が入るということで、コンクリートの構造物を並べるような形で工事ができており

ます。その部分でいきますと、通常ですと舗装があって、路肩があってということ

になるので、舗装と土の境というところが非常に分かりやすいんですが、今回の現

場につきましては、コンクリートの製品が並ぶような形で現場ができてあって、そ

の中でコンクリート色が同じ中で段差ができている。Ｌ型擁壁とフリュームのとこ

ろで段差ができているような形になっていますので、議員がご指摘のとおり、そこ

は色が重なってしまって、夜間ですと見えにくいような状態になっているのかなと

いうふうに考えております。そちらの部分は今、安全対策としては、道路が狭くな

っている部分につきましては道を狭めていっていますので、三角コーンにチカチカ

をつけたりということ、あとクッションドラムを置いたりして誘導しているんです

が、そこから先についてはそういうようなことができていない状態ですので、段差

の部分については、そういうチカチカを置くような形の安全対策ができればという

ふうに考えております。本来ですと、歩道部分の舗装ができておれば、そちら側を

通ってもらえれば今の問題は発生しないのかなというふうに思いますので、状況に

合わせて、歩道ができるまでの間、そういうような形の対応ができればというふう

に考えております。 

 ２点目の御門橋の計画というようなところでございます。こちらにつきましては、

現在、県において御門橋の架け替え工事の詳細設計中ということで報告を受けてお

ります。今年の冬期には、下部工、橋の橋台、こちらの工事を発注したいというこ

とで報告を受けております。続いて、上部工、橋桁のほうにつきましても、下部工

の状況に合わせて、続いて発注していきたいというふうに聞いておるところでござ

います。この御門橋の工事が完了しますと、国道477号線から必佐小学校までの区
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間の歩道が完成するというような形で予定をしているところでございます。 

 ３点目の内池側の見通しと計画というところでございます。そちらにつきまして

は今年度の工事が終わりますと、来年度につきましては小学校から内池西側、大平

の里の前の歩道整備にかかっていきたいなというふうに思っております。その先と

いうところになりますと住宅があるような形になりますので、今年度のうちに内地

西さんと調整のほうをさせてもらいながら、どういう形で進めるかというところに

つきましては計画のほうをしていきたいというふうに思っております。道路のほう

も非常に狭いような形になっていますので、どういう計画にしていくかというとこ

ろは警察とも協議を行いながら進めていければというふうに考えているところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） １点だけ再質問をさせていただきます。 

 大きな項目の１つ目のところで、前回の工事が作付の時期も重なって非常に短い

工期の中でやっていただいたということですけども、今回の工事は、場所はほぼ変

わらないということです。時期が少しずれるのかもしれませんが、結果、後ろのほ

うに工事がずれてしまって、歩道が同じような形で残ってしまうというふうなこと

になると、今の左側、線路側の問題も解決しないまま、車道を子どもさんたちも含

めて歩いてもらうというふうなことになりかねないので、そこら辺の工期のスケジ

ュール感というのはしっかりできているのかどうかお聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 福永議員より再質問を頂きました。 

 今回の工事のスケジュール感というところでございます。昨年度につきましては、

耕作のほうをしていただいてもいいよというような形の中で工事計画をしており

ましたが、昨年度の状況を受けまして、今年度につきましては隣接する耕作者の方

に調整をさせていただきまして、工事範囲につきましては、耕作を空けていただく

ような形で耕作をしていただくようお願いをしております。今回の工事につきまし

ては、今回の契約が終わりまして、コンクリートの製品がたくさんありますので、

製品ができ次第、現場に入っていけるような形で計画をしておりますので、短期間

で工事をするということではなくて、通常予定した工期の中で問題なく作業ができ

るかと思っておりますので、３月の末には完成するよう進めていけるような形で予

定をしております。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ６番、川東昭男君。 

６番（川東昭男君） おはようございます。私からは、３議案、２点についてご質問

をさせていただきます。 
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 まず、１つ目ですけれども、議第46号、工事請負契約について（町道西大路鎌掛

線道路改良工事（その12））および議第47号、工事請負契約について（町道小御門

線歩道新設工事（その２））について、関連しますので併せて質問します。 

 この２つの入札については、それぞれ指名競争入札により、予定価格、最低制限

価格を設けて、いずれも電子入札により執行されました。町道西大路鎌掛線道路改

良工事（その12）は、８社による４社が失格、残る４社のうち３社が１億7,049万

円で同額となり、くじにより落札者が決定しました。また、町道小御門線歩道新設

工事（その２）は、５社による２社が失格、残る３社が7,977万円で同額となり、

くじにより落札者が決定しました。こういった入札の状況は普通なのか、その辺の

ところを教えていただきたいと思います。 

 ２つ目の質問です。議第49号、令和７年度日野町一般会計補正予算（第２号）に

ついて、事項別明細書の歳出の８ページ、９ページのところです。第３款民生費・

第１項社会福祉費・第１目社会福祉総務費の物価高支援給付金事業（不足額給付）

8,833万2,000円についてお伺いしたいと思います。賃金上昇が物価高騰に追いつい

ていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令

和６年度に実施した定額減税に係る調整交付金において、支給額に不足が生じる方

に対して追加支給するための経費を新規計上するとしておられます。そこで支給額

に不足が生じる基準、それに該当する支給者は何人おられるのか。また、支給され

る時期についてお伺いします。 

 さらに、令和６年度に交付した調整交付金の中で、交付漏れや二重交付がなかっ

たのか教えていただきたいと思います。 

 以上２点、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ６番、川東昭男君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務主監。 

総務主監（吉澤利夫君） 改めて、おはようございます。 

 ただいま川東議員のほうから、議第46号、工事請負契約について（町道西大路鎌

掛線道路改良工事（その12））および議第47号、工事請負契約について（町道小御

門線歩道新設工事（その２））にご質問を頂きました。 

 入札で抽せんが行われた、こういったことは普通なのかということでございます。

町が発注させていただきます公共工事の積算におきましては、基本的には国が公表

しております単価を採用させていただいております。また、国が公表しておられな

い単価でありましても、いわゆる特殊単価と言われまして、こちらにつきましても

積算条件として公表をしております。これにより入札に参加いただく業者様のほう

から、共通の積算基準に基づいて工事費を積算していただいております。結果とい

たしまして、競争入札の中で各社が適正と考える工事費が出てきますが、やはり同
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額であるとか、また非常に近い金額となっているものであるかなと思います。また、

町も各工事、最低制限価格も設定しております。これは過度に安価な競争を防ぐと

いうものでございますのと、適正な工事を担保するものでございます。ただ、こち

らのほうにつきましても、最低制限価格を下回ると、当然ながら失格という状況が

ございますので、ここも１つ、積算にあたって考慮される部分かなと思います。こ

のような形で、各業者様のほうから町がお示しする単価等によりまして、それぞれ

精度の高い積算能力を頂きまして、また最低制限も若干意識した中で、結果的に複

数の業者さんにつきましては同じ金額、もしくはそれに近い金額が積算として入札

いただいているところかなと思います。この結果につきましては、結果的に同額と

いう形で抽せんになることも起きていると、こういった現状がございます。ただ、

入札につきましては、公正・公明な中でさせていただいておりますので、当然なが

ら最後は抽せんという形になりますけども、こちらのほうにつきましても抽せんと

いう形は一種の透明性の高い決定方法かと考えておりますので、こちらは入札につ

きましても公正・公平性が担保されていると、このように考えております。ご意見

を頂きましたが、今後も入札制度の透明性と公平性を堅持して、入札執行に努めて

まいりたいと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 地域共生担当課長。 

地域共生担当課長（芝 雅宏君） おはようございます。 

 ただいま川東議員より、議第49号、令和７年度日野町一般会計補正予算のほうか

ら不足額給付について４点だと思うんですが、支給額に不足が生じる人はというこ

とと、何人の対象者がいて、その根拠ということ。あと支給時期、最後に交付漏れ

がなかったか、また二重交付がなかったかという４点だったと思います。 

 まず、支給額に不足が生じる方、どういう方が対象かというと、昨年度、定額減

税という制度がございまして、定額減税が１人当たり所得税３万円、住民税は１万

円という減税がありました。１人当たりなので、扶養があればその分増えていくと

いうものでございました。減税なので、その分の所得税とか住民税がかかっていな

いと減税できないので、減税額のほうが多かった場合は、その足りない分はどうな

るのかというところで、調整給付というのを去年させていただいたんですが、調整

給付を支給するにあたり、住民税は令和６年度の住民税で支給させていただきまし

たので、確定したものでございました。ただ、所得税は令和６年分の所得税だった

ので、推計で支給するしかございませんでして、令和５年分の所得税から調整給付

の額であろうという額を給付させていただいたんですが、確定申告と年末調整など

が終わりまして、令和６年分の所得税が確定いたしましたので、去年の調整給付で

も不足していたという方がいるということになります。例えば、途中で退職された

方、お子さんが増えられた方とかそういう方は所得税の控除が増えていったりする
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ので、５年分と比べると所得税が減っていたりするということは、ちょっと調整給

付の額では足りなかったということになりますので、その方に対して今回、不足額

給付というものを支給するという流れになってございます。 

 対象者が何人かということとその根拠でございますが、まず不足額給付というの

は２パターンございまして、今説明させていただいた減税額が足りなかった方につ

いては、今のところは2,050人分、額は掛ける所得税分なので、住民税は確定して

いたということで所得税分だけなので、2,050人掛ける３万で見込んでおります。

もう１パターンございまして、定額減税という制度は所得税・住民税がかかってい

る方だったので、所得税・住民税がゼロだった方は対象になっていなかったんです。

ということで、調整給付の対象にもなってございませんでしたので、この方が10万

円の給付とか低所得者世帯への給付とかを受けられている場合はそちらで恩恵を

受けておられるんですが、ほかに課税の方がいた場合は、低所得者の10万円などの

世帯として受けておられない、自分が定額減税も受けておられないという方がいま

したので、そういう方に対してこの不足額給付が出るんですが、その方に対して550

人分で、こちらについては住民税の定額減税も受けておられないということで、所

得税の３万円と住民税の１万円を足した４万円、550人掛ける４万円ということで

見込んでおります。 

 根拠なんですが、主に去年、額がゼロだった方というのは、48万円以上の所得が

あると誰の扶養にも入れないので、ただ、48万円ぎりぎりぐらいですと自分の控除

で所得税がゼロだったりするということで、そういう方については、550人という

のは５年分のデータから出してきたものなんですが、今年度の所得税が確定したと

いう方につきましては、一般的にはこういう場合は令和５年分の所得から推計して

きてこの予算を出してくるんですけども、既に令和５年分の所得で去年、調整給付

を出しているという関係で、ほかの自治体に聞いてもなかなか出してくるのは難し

いだろうなということで、おおむね前回の調整給付の半分ぐらいを見込んでいると

いうところが多かったので、日野町につきましても対象者の半分ぐらいで積算させ

ていただきました。 

 支給時期につきましては、今６年分の所得が税務課のほうでも確定していますの

で、そちらを使ってシステムを構築させていただいて対象者をピックアップしてく

るということで、主にプッシュで対応できるかなと思います。不足していた方とか

専従者給与だった方とかそういう方はデータとして出してこれると思いますので、

システム改修の関係が毎回あるんですけども、その関係で最速で９月末ぐらいと予

定をしています。そのほかプッシュで対応できない方につきましては、10月に入っ

てから振り込みをさせていただくことになる予定をしています。 

 あと、調整給付で交付漏れや二重交付がなかったかということですが、この制度
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自体が交付漏れを補うための制度でございますので、令和５年分で推計していた方

で足りなかった方とか、専従者給与とか、扶養に入れないぎりぎりの所得だった方

とか、漏れているというふうになるのかなと思うんですが、その方のための不足額

給付ということで、今回これで対応させていただくということになります。 

議長（杉浦和人君） 川東昭男君。 

６番（川東昭男君） 入札について、なかなか以前と違って難しくなってきたんだな

というふうに感じていまして、なぜかといいますと、この議第46号も議第47号も落

札率がそれぞれ84.99パーセントで同率なんです。そして、何社も重なってくじを

していると。こういう入札制度がどうなのかなという感覚でいまして、近年、積算

ソフトの導入で他の工事の入札などについても同様のことが行われるという答弁

なんですけれども、国が公表した単価とか、それから公表していなくても部分によ

っては公表しているような中で積算がされているので同額になっていくと、こうい

うことなんですけども、この傾向は一般的なことなのか。そして、最近の日野町の

工事なり、入札各種において、こういうことがどれぐらいあって、どのように町は

分析されているのか、もう一度ちょっと簡単に説明いただければありがたいなと思

います。 

 そして、議第49号の一般会計補正予算の中の物価高支援給付金の不足額給付、今、

芝課長からご丁寧に説明いただいたんですけども、ちょっとついていけない部分が

多々ありまして、簡単に言いますと、昨年度、物価高騰の支援に対する調整交付金

を出したことに対して、これは確認なんですけども、令和５年度中の所得を基にし

た推計額で所得税のほうは対応したということで、住民税は既に確定していたので

もう済みだと。所得税が確定した今年度においては、これから該当した人たちにす

ると、それは不足額給付であると。交付には２パターンあるということで説明いた

だいたんですけども、要は国もそういうことをちゃんとホームページなんかでも説

明されているんですけれども、それぞれの市町でも町民に対する分かりやすい説明

を何かで公表してほしいなというふうに思っていまして、さっき言うたシステムの

プッシュで住民の方がわざわざ申請しなくても、プッシュ方式でやれるということ

です。それは大変ありがたいことやなというふうに思うんですけれども、自分が該

当するのか、非該当なのか、制度がどうなのかということについて、もう少し町民

に分かりやすく説明してあげてほしいなと。プッシュであればあるほど、申請も要

らないことも含めて、町民の皆さんに説明してあげてほしいなというふうに思って

おりますので、これは要望ということでお聞きいただきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いします。入札のほうだけひとつよろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務主監。 

総務主監（吉澤利夫君） 川東議員から再質問を頂きました。 
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 傾向のほうなんですけども、やはり積算の精度が上がっているということとそう

いった関係がありまして、抽せんというのは起きてきております。この部分につき

ましては、現入札制度の中ではそういったことが起きてくるのかなと思いますので、

この部分をある種、入札という適正かつ公正・公明な中でやらせていただいた中で、

さらに抽せんというふうな恣意的なものが入らない方法を取っておりますので、入

札の公正・公明というのは担保されているのかなと思いますので、この部分につい

ては適正に対応していきたいと思います。 

 それともう１つ、町はどのように考えているのかということでございますけども、

入札の後につきましても契約審査会等がございまして、そちらの中で入札の結果に

つきましても確認させてもらっています。また、意見も出させてもらっております。

この部分につきましては、入札制度の中で最も適正な形で執行できるよう今後も議

論をしていきますけど、やはり法律に基づいて粛々と進めることも大切でございま

すので、そういった中で適正に進めてまいりたいなと、このように思います。 

議長（杉浦和人君） 川東昭男君。 

６番（川東昭男君） 入札については、以前は日野町のホームページを見たら、入札

の案内だとか落札結果が分かる。今でも分かるんですけども、この電子入札は外部

サイトに移ってから見なければならないので、確認するのに相当時間がかかるし分

かりにくい。もう少し入札の公表を町民に分かりやすい方法はないかなというふう

に感じておりますので、これを要望としてお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、山本秀喜君。 

８番（山本秀喜君） それでは、私のほうから質疑を２点させていただきます。 

 まず１点目、議第46号、工事請負契約について（町道西大路鎌掛線道路改良工事

（その12））についてお伺いをいたします。 

 地元の西大路地先まで随分工事が進み、（その12）においては、青葉台の入り口、

大正池から日野川ダムへ注ぐ水路付近の工事になります。現状の水路は変わらない

まま水辺に対して擁壁を造るアクアテールという工法において、230メートルの工

事をされるものです。先日、説明会をしていただきましたので、その図面等を見て、

現地のほうにも見に寄せてもらいました。現場には、道路の予定になるところにち

ゃんとくいが打っていまして、この部分を通るんやなというのを確認させてもらい

ました。確認させてもらったところ、水辺にかかる部分は随分僅かであるなという

ことが分かりました。現在の工事の完了部分から見てみると、設計の断面図から見

ても随分高い道が造られていくんだなというのが確認できました。現場を見てみる

と、ちょっとした水生公園みたいな造りになっており、できる限り現状の環境を保

持してほしいなというのを地元の方やちょっと散歩に来ておられた方から聞きま
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したので、その点は大丈夫なのかというのをお聞かせ願いたいと思います。 

 それと関連して、令和７年度の予算で公有財産購入費が計上されていまして、用

地買収が順調に進捗しているのかどうかお聞きしたいと思います。 

 それともう１点は、ここのところの物価高によって、１件１件の工事の範囲が従

来想定したよりも短くなっているのではないかなと。そういうことで、全ての工事

が終わるまで、今、令和15年というのをお聞きしていますけども、それよりも延び

るんじゃないかということを非常に心配しています。これから西大路の末端には日

野川を渡る橋梁工事が４億から５億かかるということもお聞きしていますけども、

多額の建設費用を要するということを思っていて、伺っている完成年度がずれ込む

ことがないのかお聞きしたいなと思います。 

 以上、現状の水生公園の環境のことと、用地買収の進捗のことと、総工期のずれ

込みのことをまず１点目にお伺いしたいと思います。 

 続いて２点目ですが、報第３号の令和６年度日野町一般会計繰越明許費の中で、

一番下に記載されている７款商工費・１項商工費で、地域経済緊急支援事業が記載

されております。この部分についてお伺いをします。 

 この支援事業は、今町でエネルギー価格高騰事業者支援金として、５月１日から

申請受付が始まっているものだと思っています。先日、ある事業者の方から申請準

備には「ちょっと手間がかかるな」と、「面倒だな」という声をしておられて、ち

ょっと申請をためらっている方がおられました。日野町はこの支援事業を商工会さ

んにお願いしていますが、申請の受付、出足は順調なのか。 

 それから周知です。農業で青色申告されている方も対象になるということをお聞

きしましたので、それは農業さんにも周知が今のホームページだけで終わっている

のか。そういうところもちょっと確認をさせていただきたいなと思っています。 

 出足のことと、周知はどのようにしているかということをお伺いします。 

議長（杉浦和人君） ８番、山本秀喜君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 山本議員から議第46号、工事請負契約について（町道

西大路鎌掛線道路改良工事（その12））について質疑を頂きました。３点、質疑を

頂きました。 

 まず、１点目です。水辺の環境整備というか、できるだけ水辺に影響が少ないよ

うにということでご質問いただきました。 

 今回の計画につきましては、日野川ダムの貯水池に道路を計画するということで、

貯水池の水をためる量ができるだけ少なくなるような形の計画をする必要があり

ましたので、今回アクアテール工法というものを使わせていただきました。それを

使ったということで水辺に係る面積をすごく減らすことができたので、随分水辺に
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影響するのは少なくなったかなと。また、道路の位置につきましても、現道の道路

に寄せているような形で計画しておりますので、計画した中では、水辺に影響する

のは少なくなったかなというふうに考えているところでございます。 

 ２点目の用地買収の状況というところでございます。こちらにつきましては、昨

年度から県外の土地を持っておられる方にコンタクトを取りまして、今年度の用地

買収を予定しておるんですが、お話のほうをさせていただいたところです。県外で

土地を持っておられる方は、全ての方にお出会いすることができております。おお

むね承諾を頂けるような形でお話ができているところでございます。しかしながら、

土地を買われた方が古いということもありますので、亡くなっておられる方が何名

かおります。相続の関係の手続が必要になるというところになっておりますので、

現在もそういう方とはちょっと調整を取りながら、用地を契約させてもらう時期に

トラブルにならないように進めているところでございます。 

 また、今年度につきましては、町内に土地を持っておられる方につきましても、

今後説明のほうをさせていただきまして、用地買収のお話も進めていきたいという

ふうに考えておるところでございます。何とか今年度中に全ての残っている部分の

用地が買えるように取り組んでいきたい。今回、青葉台のところから日野川までの

区間、その範囲を用地買収が完了するように進めていきたいというふうに考えてお

るところでございます。 

 ３点目の物価高騰による影響で目標としている15年がずれ込まないかというと

ころでございます。そちらにつきましても、私も大変心配をしておるところです。

労務単価でいきますと、当時に比べると1.5倍ぐらいの単価の上がりが見られてい

るところでございます。今年度はアクアテールで計画した区間につきましても、製

品代がすごく高額な形となりました。影響のほうは当然あるかなというふうに思っ

ているところでございます。しかしながら、これから青葉台の山手のほうの掘削に

入っていくような形になりますので、掘削で出る量も修正設計のほうを行いました

ので、随分減らせるような計画も取っておりますし、土をどういう形で処理してい

くのかというところは、まだ検討する必要がありますので、そういう工法的に工事

費がかからないようなことを検討して、今現在としては令和15年を目標にしていま

すので、それを目標に頑張って事業のほうを進めていきたいというふうに考えてい

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） 産業建設主監。 

産業建設主監（柴田和英君） ただいま山本議員のほうから報第３号、令和６年度日

野町一般会計繰越明許費繰越計算書の中の地域経済緊急支援事業につきまして、質

疑を頂きました。 

 まず、１点目の商工会での受付状況について、出足について質問を頂きました。
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まず受付状況の把握をしている部分でございますが、全体で今現在251件、金額で

923万円の分の申請を頂いております。全体予算、対象予算の約33パーセントが申

請をされているというような状況でございます。 

 続きまして、周知の状況でございます。まず周知のほうは、全体としましては町

のホームページで全体の周知をさせていただいております。それと商工会のほうか

ら商工会の会員様に向けて直接通知をさせてもらっておりまして、申請書を同封し

て送っているところでございます。それと５月に入りまして、商工会が発行する通

信でひのゆう倶楽部という新聞折込の通知がございます。その中にも、このエネル

ギー対策の申請について欄を設けまして周知をさせていただいているところです。

それとまた農業の分野の方につきましては、農事組合法人の方が町全体で11法人あ

りますので、そこの全法人のほうに直接連絡をさせていただいているところでござ

います。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

８番（山本秀喜君） 私のほうから再質問させていただきます。 

 まず、議第46号、工事請負契約について（町道西大路鎌掛線道路改良工事（その

12））につきまして、２点目の用地買収の件なんですが、県外の方、全ての方にお

出会いできたということで、亡くなっている方も相続の手続を調整するということ

で、順調よくいっているかなというふうに思わせていただきました。その中で、公

共工事でございますので、価格の掲示も同時にされていると思います。お話もされ

ていると思いますが、そういうところで折り合いといいましょうか、そういうとこ

ろはスムーズにいっているものなのか。県外の方ですと、もっと高いんと違うかと

かそんなことを思われる方が多いのではないかなと思いますので、その点をちょっ

と聞かせていただきたいと思います。 

 ２点目の一般会計繰越明許費の中の地域経済緊急支援事業で、町ではエネルギー

価格高騰事業者支援金につきまして、今251件、予算の33パーセントということで

お聞かせ願いましたが、251件が多いのか、もう半分ぐらいいっているのか。総件

数がどれぐらいあって251件なのか。要はどれぐらいの範囲なのか。予算について

はそうなんやけども、どれぐらいの事業者の方々にちゃんと申請が伝わって、申請

されているのかなということをちょっとお聞きしたいなと思いました。 

 それと商工会の会員さんはちゃんと通知できています。それから、農業法人の方

もできています。ということは、商工会の会員以外の方の周知はどうなっているの

か。ホームページで見ることしかないのか。農業法人でない、個人で青色申告をさ

れている方はどんな形になるのかなと、ちょっと疑問に思いましたので、そのとこ

ろを聞かせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 
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建設計画課長（杉本伸一君） 山本議員より再質問を頂きました。 

 用地買収に伴う県外の方の感触というようなところでございます。用地の買収価

格につきましては、不動産鑑定を入れまして価格を算出しております。ただ、まだ

今回の買収価格という正確な額は相手に通告はしていないような形です。おおむね

過去の実績でしている価格で、これぐらいになりますよというようなことでお話を

させてもらったところです。その中で相手の感触というところなんですが、議員お

っしゃるとおり、安いなというようなことを言われていることは聞いておりますが、

公共工事であれば協力するよという方が結構たくさんおられたというのが印象で

す。あと、現場の状態で、ああいう土地の状態は今後活用がなかなか難しいような

場所であるので、この際にということで協力的な発言を頂けることが多いというこ

とでございます。単価的には安いと思われていますが、皆さんにはおおむね理解を

頂いているというようなところで、私どもも大変喜んでいるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 産業建設主監。 

産業建設主監（柴田和英君） ただいま再質問いただきました、この251件の申請件

数が全体の中で多いのか、どれぐらいの範囲なのかというところでございます。商

工会の会員さんは、今現在、約700件でございまして、そのうちの積算の中では約

８割の方、560件ぐらいが申請をしていただける見込みであるというふうに考えて

おります。そのうちの251件ということで、まだ半数はいっておりませんが、それ

ぐらいの範囲で今捉えているというところでございます。 

 それと商工会、農業法人の通知以外の方への周知方法についてでございます。こ

の事業は、中小企業等の零細企業の方々にまずは光を当てるという目的のものでご

ざいまして、個人と法人ということで、もちろん個人事業主の方で青色申告をされ

ている農業を主体とされている方は個人ということで捉えることができますので、

もちろん対象になってくるわけでございます。青色申告の方を把握して、どのよう

に通知をするかというのは非常に悩ましいといいますか、そういうようなところも

ございます。できるだけ、農業を専門にされている方に届くようなことを今後でき

る中で検討もしていきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 山本秀喜君。 

８番（山本秀喜君） 今の道路改良工事につきましては、用地買収のところで非常に

ご苦労いただいているかなと思いますので、今後とも引き続きよろしくお願いした

いと思います。 

 今のエネルギー価格高騰事業者支援金についても、できる限り、支援金ですので、

この物価高騰で非常に皆さん困っている方が多くおられることですので、幅広く届

くように、またよろしくお願いしたいと思います。 

 私の質問は以上で終わります。 
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議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 10番、加藤和幸君。 

10番（加藤和幸君） もう既に何人かの方がほぼ私が言おうとしていたことをおっし

ゃいましたので、不足分だけを簡単に申し上げます。一応３議案、４点にわたって

質問をする予定でした。議第47号については福永議員がほぼ質問をされて、それで

答弁を頂いたんですけれど、その中でもうちょっと確認しておきたいのは、御門橋

の改修は橋台のところから着工すると。歩道として、477号から必佐小学校の前ま

で橋もかかって、歩道として完成するのは大体いつ頃の見込みなのか。 

 それから、費用負担、これは県費、町費、どのようなことになっているのか。費

用負担等についてお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 それから、議第48号については、西澤議員が一般質問の中で詳しく現道の改修の

問題とかをされるようですので、そちらのほうに譲って、その後でもし問題があれ

ば、産建委員会のほうで伺います。 

 それから、議第49号の補正予算については、川東議員がほとんど詳しく聞いてい

ただいて、それに対して地域共生のほうから大変詳しい説明がございましたので、

まだよく僕自身も理解できないところもあるんですけれど、そこにお任せをしたい

というふうに思います。 

 したがって、議第47号の２点についてお答えいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 10番、加藤和幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 加藤議員より、議第47号、工事請負契約について（町

道小御門線歩道新設工事（その２））につきまして、２点ご質問を頂いたかと思っ

ております。 

 まず、御門橋の完了する時期、そして歩道が国道から小学校までつながる時期と

いうところでご質問いただきました。県のほうからは、まだ完了の時期までの期限

を聞いているかというと、そういうわけではございませんで、今年の冬期に下部の

工事を発注すると。その状況に合わせて、続いて上部の工事に入っていくというこ

とで、続けて現場のほうは進めていきますということで報告を受けておるんですが、

私なりにその進捗の状況を考えてみますと、やはり水のある出水期にはなかなか工

事ができないというような形になりますので、実際の工事が早く進めば、来年度の

末頃に上部も仕上がるのではないかというふうに考えるところでございますが、県

の発注の状況等もありますので、正確な時期につきましては県と協議を進めていき

たいというふうに考えているところでございます。橋の工事が終わりましたら、歩

道の延長もつながるような形になりますので、国道から小学校までの間がつながる

というような形でございます。 
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 次に、県費と町費の負担割合というところでございます。今回の橋の架け替えに

おきましては、橋を架け替える工事費用は県の負担となります。今、現道にかかっ

ている橋に歩道はありませんので、歩道を追加する分の費用については町が負担を

するというような形でございます。工事につきましては、全て県のほうで行ってい

ただく形になりますが、歩道を造る分に係る費用の分を町が負担するというような

形の負担割合になっているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 加藤和幸君。 

10番（加藤和幸君） 県のほうの工事ということですので、ちょっと詳しいことは分

かりませんが、大体今お伺いしたところで、ほぼ概要が分かったというふうに思い

ます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 11番、後藤勇樹君。 

11番（後藤勇樹君） それでは質疑をさせていただきます。議第46号、議第47号、議

第49号についてお尋ねしようと思っておりましたが、どういうわけか、川東議員の

質疑内容と質問項目の順番までぴったり一緒でしたので、重複しているところにつ

いては割愛させていただきたいと思います。 

 まず、議第46号、議第47号については２つまとめてお尋ねしたいと思っておりま

すけれども、議第46号、工事請負契約について（町道西大路鎌掛線道路改良工事（そ

の12））、議第47号、工事請負契約について（町道小御門線歩道新設工事（その２））

ですけれども、まずこの２つの入札についてですけれども、指名競争入札を選択さ

れました理由とその妥当性についてお尋ねしたいと思います。例えば、ほかの入札

方式である一般競争入札にされなかったという根拠、その辺をお尋ねしたいと思い

ます。 

 それと川東議員の質疑によりまして、大体参加された業者数であるとか落札率が

分かったわけですけれども、入札価格のばらつきもないと。そういったところから

競争性の適正が確保されていたというふうに判断されたと伺ったわけです。こんな

ことはないと思いますけれども、当町に限って、あってはならないことですが、例

えばカルテルなんかが行われていた場合はそのような結果になります。ばらつきも

なくなったり、適正な価格で落札されたり、そういったことも含めて、これが適正

であると判断された根拠、この辺をちょっと伺いたいと思います。 

 それと、この２議案につきましてですけれども、交付金等の活用割合、それから

本契約が財政健全化指数、例えば実質公債費比率であるとか将来負担比率であると

か、こういったものに与える影響を伺いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 11番、後藤勇樹君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 総務主監。 
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総務主監（吉澤利夫君） ただいま後藤議員のほうから議第46号、工事請負契約につ

いて（町道西大路鎌掛線道路改良工事（その12））および議第47号、工事請負契約

について（町道小御門線歩道新設工事（その２））の２議案につきまして質疑いた

だきました。 

 指名競争入札の妥当性の部分と、ほかの入札は考えなかったか、こちらでござい

ます。こちらのほうにつきましてですけども、まず指名競争入札を選択した理由と

妥当性ということでございます。今回の工事におきましては、工事の内容と規模を

鑑みまして、町内または準町内の業者による施工は可能ということで判断をさせて

いただいたところでございます。入札につきましては、当町が定めております選定

基準に基づきまして、町内に本店または営業所のある事業者を指名させていただい

ております。指名競争入札により入札を執行させていただきました。指名競争入札

につきましては、一般競争入札と比較しますと、不適格な業者の参入を防ぐという

ふうな大きなメリットがございます。あわせまして、過去の実績でありますとか信

頼を有する町内の業者様でありますとか、準町内業者様を選定できる点において、

このたびの指名競争入札につきましては、指名競争で入札執行を行ったことにつき

ましては妥当であると、このような判断をさせていただいたところでございます。 

 それと、適正価格の部分かなと思います。こちらのほうにつきましては、まず落

札につきましては、先ほど川東議員のほうから質疑を頂きました内容で、町道西大

路鎌掛線道路改良工事（その12）につきましては85.00パーセント、町道小御門線

歩道新設工事（その２）につきましては落札率が84.99パーセントということにな

っております。適正価格の水準をどのように見るかということでございます。当町

におきましては、積算に際しまして、国土交通省の積算基準や現在の市場価格とい

った資材価格の変動でありますとか人件費の状況など、そういったものを十分に反

映させていただくとともに、工事の規模でありますとか技術的な難易度、工期など

を総合的に勘案し、適正なコストを反映した積算設計をしております。この設計額

から、先ほど申し上げました落札率を考えますと、両案件につきまして、いずれも

適正価格ではないかと、このような判断をさせていただいているところでございま

す。 

 続きまして、今回の工事につきまして、本契約が財政健全化の指標につきまして

どのような影響を与えることが考えられるかと、こういうことでございます。まず

今回の工事に伴いまして、新たな地方債を借り入れることになります。こちらのほ

うが当町の財政の健全化の指標に与える影響があるのではないかと、こういったご

心配かなと思います。こちらのほうは、地方債の借入額のほうでございますけども、

２つの工事費の合計でございますとか、そこから国から補助金、交付金が頂ける部

分も差し引きまして、補助残で借り入れる地方債のほうが１億を少し超える額にな
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るのかなと試算をしております。今回の工事の地方債の借入れにつきましては、当

然今後、公債費という形で町の財政のほうに影響してくるのかと思います。ただ、

決算年度につきましては、借入れする年度以降ということになりますので、今回の

入札で借り入れる公債費のほうが直ちに実質公債費比率でありますとか、将来負担

比率を試算するということはかなり難しい状況もございます。ただ、これまでの起

債の借入れでありますとか元金の償還額の状況でありますとか、そこら辺の状況を

見ると、また近年９月議会でご報告させていただいております実質公債費比率や将

来負担比率の数値の状況から見ますと、現時点において、今回の工事に係る借入れ

だけを見ると、そこまでの大きな数値の変動はないのかなと、このように予測をさ

せていただいているところでございます。ただ、借入れにつきましては、かなり財

政に影響するということですので、この部分につきましては、慎重に適切な財政運

営に努めてまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 後藤議員より、議第46号、議第47号の工事請負契約に

ついて質疑を頂いております。 

 交付金等の活用割合というところでございます。まず、議第46号の町道西大路鎌

掛線につきましては、社会資本整備総合交付金の防災・安全のメニューを活用して

おりまして、事業費の55パーセントが国からの交付金となっております。 

 議第47号の町道小御門線につきましては、交通安全対策事業の通学路緊急対策の

メニューを活用しておりまして、こちらも事業費の55パーセントが国の交付金とな

っているところでございます。両事業とも財源としましては、残りの45パーセント

に対して９割を掛けた額が起債対応の額となっております。その残額の4.5パーセ

ントが一般財源となるところでございます。また、その中には国から補正を頂いて

いる部分がございます。そちらにつきましては、起債の充当が10割ということにな

っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

11番（後藤勇樹君） 大体分かったわけですけれども、ただ、先ほど私がお尋ねしま

したように、この入札につきまして、価格ですとか落札率という部分だけじゃなく

て、本当に適正に行われているかというのを把握しておくというのは非常に大事な

ことやと思います。当町に限っては、めったなことはないとは信じておりますけれ

ども、この辺でしっかりとそういう部分の不適性といいますか、不適格な行いがな

いかどうか、アンテナを張って調べていただかないといけないというふうに思うん

ですけども、その辺で何か対策とか注意して行っていらっしゃることがあれば教え

ていただきたいなというふうに思います。 

 それと、先ほどの交付金の活用割合は両方とも55パーセントということで、あり
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がとうございます。実質公債費比率などに影響がたちまちはなくても、将来的に小

さいものではないということでございますけれども、また来年度の決算委員会でこ

の数字が出てくるんじゃないかなというふうに思っております。できるだけ早いこ

と償還していけるように、繰上償還も含めて考えていかないといけないというふう

に思っております。そこで、一日でも早く将来負担比率などを減らしていくため、

当町は決して大きいわけじゃないんですけれども、実質公債費比率とか将来負担比

率を見ますと、10年ぐらい前から見ましたら当町は随分向上していると思っており

ますけれども、ただ、今は夕張の件がありましてから、全国的にこういったものに

対してどこの自治体も神経をとがらしていらっしゃいまして、そういう中で見ると、

類似団体から比較しましても、当町は決してそんなにめちゃくちゃいいわけじゃな

いんですね、公債費比率にしましても、将来負担比率にしましても。そういう部分

で、やっぱり自主財源の確保というのも必要になってくるんじゃないかなと思うん

です。その辺の計画をしっかりお持ちいただいているのかどうか、その辺もお尋ね

したいなというふうに思います。 

 それと議第46号について、先ほど山本議員のほうからも質問がございましたけれ

ども、ちょっとお尋ねしたいというふうに思います。この道路の改良工事（その12）

が終わった時点で、全体から見たらどれぐらい進捗していることになるんでしょう

か。何パーセントぐらい進捗したことになのか、ちょっとお尋ねしたいなと思いま

す。 

 それとアクアテール工法ですか、これを施工していただくわけですけれども、施

工を行っていただいたら、当然この後は維持管理していかないといけないわけなん

です。維持管理費用の見通しというのが分かればちょっと教えていただきたいなと

思います。その点をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 総務主監。 

総務主監（吉澤利夫君） ただいま後藤議員のほうから再質問いただきました。 

 特に入札執行につきまして、適正な価格のほうをどのように検証しているのかと、

こういうことかと思います。こちらにつきましては、入札執行は当然ながら透明性

を図りながら公正な執行をさせていただいているところでございます。入札につき

ましては、契約審査会のほうがございますので、そちらのほうで都度、入札の後に

つきましても、前につきましても、十分な検証もさせていただいているところでご

ざいます。その中で参加の資格でありますとか、参加業者・指名業者につきまして

も検証し、内容につきましても検証していただいた中でさせていただいているとこ

ろですので、ここら辺の部分も引き続き努力をさせていただきたいなと、このよう

に思います。ご指摘いただいたことは、十分肝に銘じたいなと、このように考えて

おります。 
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 それと、先ほどの財政健全化比率の関係につきまして、公債費が増えることによ

って町の財政を大変ご心配いただいております。大変ありがとうございます。こち

らにつきましては、自主財源の確保ということが大変な課題であるというふうなご

指摘を頂きました。このことはもっともだと私も思いますし、この部分は町のいろ

んな施策を今後行っていくことにつきましては、自主財源が必ず必要であると、こ

のように思っております。ただ、昨今の財政状況から、かなり難しいというふうな

お話も都度都度させていただいているところでございます。自主財源につきまして

は、いろんな確保という面でいいますと、日々には当然ながら支出、また歳入の確

保に努めているところでございますけど、中期的にはふるさと納税といった部分で

しっかりと財源を確保していく。それに頼るというのは、いろんなご意見がござい

ますけども、今はそれの制度がございますので、やはりこういったものを活用して

一定の財源を確保していきたいと、このように考えているところでございます。ま

た、長期的に見ますと、企業に来ていただいて、企業活動、経済活動をしていただ

くというのがやはり町の財政が潤うことになりますので、企業誘致のほうにつきま

しても、町としまして努めさせていただく中で、そういった将来にわたった財政の

安定性といいますか、そこら辺にもちょっと気を配りながら努めてまいりたいと、

このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 後藤議員より再質問を頂きました。 

 町道西大路鎌掛線の進捗率というようなところと、アクアテール工法の維持管理

費用というところでございます。 

 まず、先にアクアテール工法の維持管理に係る費用でございますが、こちらの工

法につきましては、コンクリートの製品を使う工法になりますので、この製品に対

して維持管理費が今後発生するということはございません。道路の維持管理費用は

当然発生しますが、この部分について特段発生するということはございません。メ

ーカーのほうにも使用するにあたりまして、設置してから補修することが発生する

こと、そういう事例があったかというようなところも確認をさせていただきました

が、そういう事例もないということで確認ができておるところでございます。 

 次に、現在の進捗率というところでございます。進捗の状況を率で出すのはなか

なか難しいところではあるんですが、整備した延長的にいきますと、おおむね今回

の計画の整備する延長は３キロ弱というようなところで、今は２キロ弱の整備が済

んでおるところでございますが、これから先の工事をしていくところにつきまして

は、山をたくさん切って土がたくさん出る。また、橋梁の工事も残っておるという

ところでございます。その中で、物価高騰の影響も当然出てくるかというふうに思

っておりますので、今年度の工事が終わりましての進捗率を数字で考えてみますと、
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55パーセント程度になるのかなというところで思っているところでございます。今

年度は用地買収のほうが全て完了すると、もう少し進捗率は上がった数字で言える

のかなと思っておりますが、現時点で考えるところでいきますと、55パーセントと

考えているところでございます。しかしながら、先ほど山本議員の質問にありまし

たとおり、目標としては令和15年を目標として進めておりますので、できるだけ早

く工事が完成するよう対策に取り組んでいきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（安田尚司君） 先ほどカルテル云々がどうだと、こういう話がありました。

私は今、契約審査会の代表をさせていただいていますので、一言答弁をさせていた

だきます。 

 まず指名競争は、どこが入っているかを公表していません。その後、結果は審査

会で再度振り返ります。それから過去にどうなのかも調べさせていただいて、その

辺が大丈夫だなというのは確認させていただいていますが、それでもどうやろうな

と、こうおっしゃる部分もということであれば、ほかの市町も同じような状況でご

ざいますので、どのような工夫をされているか、ちょっとそこも一度お聞きして、

参考になる部分については取り入れて確認をしてまいりたいと、このように思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

11番（後藤勇樹君） 今、副町長からお話いただいたことは、ぜひ他市町の例なども

調べていただいたら、委員会でも結構ですので、教えていただきたいというふうに

思います。あと細かいことについては、また委員会等がございますので、そちらの

ほうでお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、質疑を打ち切りたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２ 議第46号から議第49号まで（工事請負契約について（町道西大路鎌掛

線道路改良工事（その12））ほか３件）については、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。委員会付託につきましては、お手元へ配付いたしました委員

会付託表により、各常任委員会および予算決算特別委員会に付託いたしたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしました付託表により、
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各常任委員会および予算決算特別委員会に付託いたします。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

－休憩 １０時２９分－ 

－再開 １３時２９分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 日程第３ 一般質問を行います。お手元へ印刷配付の一般質問通告表に基づき、

順次発言を許可いたします。 

 ３番、谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 午後から一般質問は今回も１番目からなので、よろしくお願い

します。 

 まず、今回は２問の質問をさせていただこうと思った経緯がございまして、私も

日野町に来て10年がそろそろたつんですが、その中でも特に鎌掛の地域というのを

結構見てきました。地域の活性化には何が必要なのかなと思って、子ども向けの事

業をしたりもしていましたが、この10年の中で人生の先輩方とお別れすることが結

構最近になって増えてきまして、その中ですごいお世話になった方が施設や病院に

入院する前に地域では過ごしているんですが、体の調子が悪いということで家の中

にいて、テレビを見て、そしてパンやカップラーメンを食べて、最期に地域で過ご

す景色がそういう姿であるということは、果たしてそれは地域が元気なことなのか

なと思って、ずっと最近そういったことがないように、高齢の方が地域で生き生き

と過ごすような姿を見るためにはどうしたらいいのかなというのを思っていまし

た。今回は２問質問させていただくんですが、それに関しては共通して、そうやっ

て地域全体でどのように取り組んでいくべきなのか、そして町はどういう施策をし

ていくべきなのかという質問を通して明らかにしていきたいなと思っています。 

 それでは質問させていただきます。まず日野町には、高齢者福祉計画・介護保険

事業計画というのがあります。今は第９期で、令和６年度から令和８年度までの計

画になっています。特に25ページに関しては、基本理念というのが書いてありまし

て、「元気で長寿！幸せのまち“日野”」と書いてあります。その下のほうにちょっ

と文章が書いてあるんですけど、「地域包括ケアシステムをさらに深化・推進し、

地域の中で様々な課題を解決していくことが求められます」と書いてあります。そ

こでこの福祉計画・事業計画を基に質問させていただくんですが、まず高齢者の健

康づくりに関しては、どのような指標に基づいて行われているのか教えていただき

たいのと、そういった指標があるのであれば、その進捗状況というのはどういうよ

うな状態になっているのかを教えていただきたいです。 

議長（杉浦和人君） ３番、谷口智哉君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 厚生主監。 
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厚生主監（山田甚吉君） 介護保険事業計画に基づいた施策目標と指標についてお答

えします。 

 今ありましたように、令和６年４月から３年間の計画で、５つの指標を書かせて

いただいていますが、その中で「いきいき過ごせる健康と生きがいづくり」という

のを施策目標に定め、２つの指標を上げています。 

 １つ目は、介護予防教室等の高齢者の通いの場の参加率です。これは65歳以上人

口に対する介護予防教室の通いの場として、おたっしゃ教室、男性の運動教室、高

齢者交流サロン、脳いきいきゲーム教室および、くらし元気応援教室に参加された

実人数の割合で、令和４年度の6.9パーセントから、令和８年度に８パーセントを

目指すこととしています。令和６年度の実績は、人口6,511人に対して498人という

ことで7.6パーセントです。 

 ２つ目は、高齢者交流サロンの開催団体です。地域で高齢者の交流の場として年

間24回以上、１回は２時間以上の開催ということの要件で補助金を交付している団

体数です。令和４年度は12団体から令和８年度に24団体での開催を目指しています。

令和６年度の実績は15団体です。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 健康づくりの指標に対しては、こういったサロンとかの開催で

あったり、参加人数というような形で出していました。ただ、私がこの話を聞いた

ときには、計画の26ページの施策目標としては、「いきいき過ごせる健康と生きが

いづくり」として目指す姿、「生きがいを持ち、健康寿命を伸ばしながら、自分ら

しく元気に暮らしていける」とあるので、それを体現するためのものだと思うので

すが、これを見たときに、果たしてこれが本当に健康づくりにつながっているとい

うことが分かる数字なのかなというのがすごい疑問に思いました。そもそも最初に

言っていた地域の中で、こういった指標に関して把握している方というのはどのよ

うな方が把握しているんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 

厚生主監（山田甚吉君） 指標については、昨年作成させてもらったときに、説明会

の開催であるとか、意見募集をさせていただいているというのと、概要版について

は全戸配布をしたと聞いております。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 全体的に知らしめているというような形で今聞いたんですが、

こういった目標があったら、それで何かを達成するとか開催をお願いする、要は地

域の健康づくりに関しては高齢者であれ、そういったことを担う団体や役職という

か、組織というのは町のほうではどなたを想定しているんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 
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厚生主監（山田甚吉君） あしたの質問の答弁も配らせてもうているので、ちょっと

後段、書かせてもらっているとこもあるんですが、介護保険の予算で地域支援事業

というのをやっておりまして、地域支援事業の中で生活支援体制整備事業というメ

ニューがございます。日野町社会福祉協議会に委託する中で進めておりますが、地

域での支え合いや助け合いを広めていただきたいということで、コーディネーター

の設置でありますとか事業体の開催をお願いしておりまして、従前の介護予防です

と個体に疾病のリスクがある方を抽出して個別のアプローチをするというのが介

護予防でしたけれども、地域の支え合いとか助け合いとか、そういった居心地のよ

さというのを実感してもらえるような地域をつくっていこうというのが介護予防

の中で表れていまして、おっしゃるように同居のお年寄りの方に声がかけられると

か、地域で見守りができるとかをされているんやと思うんですけれども、そういっ

たことを見直していこうというようなことを呼びかけておりますし、実は生活支援

体制整備事業が進展していく中では、例えばコーディネーターを何人置きます、協

議体を何か所置きますというような施策目標も具体化していかなくてはならない

のかなと思います。ですので、担う人としては皆さん、住民の方になると思います。

多様な主体という言い方になろうかなと思いますけれども、行政が旗振りをすると

は思いますけれども、地域の方でそういったことを担っていただきたいなと思って

おります。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） イメージの話ではあるんですが、以前に地震発生時に関しての

質問をさせていただいたときに、役場に対策本部があって、各地域には指定避難所

があって、そこで物資や情報をやり取りしながら地域の防災というか、救助活動と

か、そういった避難所とかの拠点になるというような形で伺っていました。先ほど

から言っている健康づくりに関しては、地域での拠点となる場所というよりも、先

ほどの質問と同じにはなるんですが、地域の皆さんとおっしゃっていましたけど、

主体的に担うような役に当たっている方々や組織というのはあるんでしょうか。例

えば、先ほどおっしゃっていたコーディネーターの方が地域に入るときには、どな

たに対して話をするんでしょうか。地域の方みんなに話をするわけではないと思う

ので、どういうことを想定しているのかをもう少し詳しく伺いたいです。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 

厚生主監（山田甚吉君） 今、進めさせていただいていますのは、協議体の設置とい

うか、そういった支え合いの活動を進めるにあたって、各地区の社会福祉協議会の

役員さんなどにアプローチをして、協議会の総会にも、今年の４月、５月、うちの

長寿福祉課の担当職員と社会福祉協議会におられますコーディネーターさんで寄

せていただいています。その呼びかけをしているところでありまして、ただ、地区
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社協でこういうことやりましょうと思われている方もあるかもしれませんが、皆さ

んが合意できているところにはなっていないのかもしれませんし、もう少し少ない

人数で、理事さんとかそういった人数ぐらいになるのかなと思うんですけど、総会

的な部分ではなくて、もう少し少ない人数から地域で取り組めることを考えていた

だくとか、体操教室とか、運動教室とかそういったことでもいいと思うんです。町

内で実現した例としては、移動支援とか食堂をされているところはございますけれ

ども、今地域でこういうことが高齢者に向けて必要なんじゃないか、自分らでこう

いうことをやったらいいんじゃないかというような思いを持つ方が増えていくよ

うな取組をしているところです。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） イメージに関しては、ある程度させていただいたんですが、そ

の事業というのは、申し訳ないですが、何年前ぐらいから取り組んでいるのかとい

うのと、今答弁いただいたときに、地区社協という固有の組織の名前があったんで

すが、それを町から行って受けてもらえない地域というのはどういうふうにしてい

くのかなと。私も今そういったことに関しては地区社協なのかなと思ってはいたん

ですけど。すみません、質問は１つだけにします。何年前からどういうアプローチ

をしながら、コーディネーターを派遣するという事業をされているのでしょうか。

そして、先ほど移動支援などというような言葉があったんですが、それは何年前か

ら、どこでやっているかというのが分かるのであれば教えていただきたいです。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 

厚生主監（山田甚吉君） 今の取組は、先の民主党政権末期に自民・公明・民主の社

会保障制度改革プログラムがあって、消費税が５パーセントから８パーセントにな

ったタイミングで医療、介護、年金、子ども・子育てといろんな改革が進められた

中にあって、社会保障充実分ということで、介護保険では、平成27年度、28年度、

29年度、その辺りに地域支援事業を確か30年までに医療・介護の連携、認知症施策、

それと個別ケア会議の実施と併せて生活体制整備支援、先ほどから申している協議

体・コーディネーターの事業ですけども、やれというようなことになって、日野町

も27年、28年ぐらいから取り組んできたと記憶しております。そういった中で、事

例として東桜谷地区のおしゃべり会ですけれども、人権啓発推進協議会や社会福祉

協議会の中の役員さんが学習を重ねることで、有志によって移動支援のボランティ

アですとか月１回の食堂を確か平成31年度ぐらい、令和元年度から始められたと記

憶しております。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 東桜谷のおしゃべり会に関しては、私もちょっと知ってはいる

んですが、それ以外の地域で動いているものはあるんでしょうか。平成27年からと
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いうと、今は令和６年なので10年ぐらいたっているということなんですけど、その

中でそれが唯一、たった１つの事例になるのか。なるのであれば、何らかの理由が

あったのか、そこのところを教えていただきたいです。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 

厚生主監（山田甚吉君） 手前どもの介護保険の地域支援事業の枠組みでは、その事

例が１つです。広がっていないというところについては、引き続き地区社協の方に

声をかけさせていただいている、話合いをしてもらっている、あるいはサロンをさ

れている団体の方の集まりを持たせていただいているとか、あとは町全体の学習会

をして参加を募っているというような取組はしていますが、具体のサービス、資源

開発というんですか、そういった地域での取組につながった例は承知しておりませ

ん。 

 移動サービスについては、その後、小井口と西桜谷地区でもされたというのは聞

いておりますが、それは自主的に始められて、こちらもそのノウハウとかについて

は研修なり、支援をさせていただけたらなと思っています。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） ちょっと意地悪な質問するわけではないんですけど、小井口と

か西桜谷の移動支援に関しては、コーディネーターさんが入ってアドバイスをした

というわけではないということでよろしかったでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 

厚生主監（山田甚吉君） ご相談は手前どもで受けまして、西桜谷はちょっと知らな

いんですが、小井口は役員さんが取り組みたいという方が来られて、当時の課の職

員が取組にあたっての注意事項であるとか心がけとか、そういったことを研修して

いたと思います。ですし、つなぐ・育むといった事例として、社協等で紹介はして

いただいていると思います。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 整理をしますと、そういったのが平成27年からありましたと。

健康に関して地域でする生きがいづくりというのも計画にはありますと。ただ、７

地区というと変ですけど、いっぱい地区がある中で動いているのが１地区で、部分

的に動いているのが２地区ありますということであれば計画に沿って、先ほどの数

値的に進捗状況というのは進んでいるとは思うんですが、コーディネーターを派遣

して協議体をつくるという事業に関しては、あまり進んでいないというようなイメ

ージを持ちます。それでいて当事者である、担い手である団体というのは地区社協

であるというのであれば、地区社協さんと話をしなければならないものなのか。あ

まりにも地域によってそういった意識の差や動くであろう、今は特に役が多いとか

仕事が多いとかいう中で、新たにそういった話を持っていっても、乗り気か乗り気
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じゃないかというと後ろ向きなのかなというような話であれば、ほかの団体とか人

にお願いするという選択肢も考えられると思うんですが、その点についてはどうい

うふうにお考えでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 

厚生主監（山田甚吉君） おっしゃるとおり、地区社協１択ということではなくて、

生活支援サービスの開発というか、始めていただくのに多様な主体の働く場という

ことでの協議会ですので、自治会であるとか福祉会がどうしても取りあえずにはな

ってしまいますが、まずはそういった有志の方が手を挙げていただけたらなという

のがありますし、その中で志を同じくする方がつながっていただくということにな

っていかなくてはならないのかなと思います。こういうことはどうですかと呼びか

けていますし、うちの地区ではなというところなのが、谷口さんが鎌掛でそういっ

た取組を進めたいと考えてくれてはったら、またそういう人をつないでいただけた

らありがたいなというのも１つかなと思います。ですので、持込みにはならないよ

うな形で、地域でやりたい、じゃあ応援しましょうかみたいな話がよろしいん違い

ますやろうかと思います。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） そうですね、地域でもやっぱりだんだん人数も減っているのと

高齢化が進んでいくと、そうやって手を挙げる方も少ないと思うので、意識醸成と

いうのがすごい必要になっていくと思います。すみません、何かどっちが答弁して

いるか分からなくなってきたので、最終的にもうちょっと町全体でそういった手が

挙がるような意識醸成に努める施策というのを増やしていってほしいなと思いま

す。この質問の中でどういうふうにしますかというのは、ちょっともうしないんで

すけど、次の質問をします。 

 最初におっしゃっていた指標に関して、先ほどは担い手がどこなんですかという

話だったんですけど、次は担い手があった場合、それが地区社協だった場合に、健

康づくりにつながっているというような指標は、根拠にはなっていないと思ってい

ます。要は高齢者サロンに参加したから健康ですよというのが数字で表れているの

かというのが疑問に思うんですが、要はそこら辺の参加率が健康づくりにつながっ

ていると根拠になっているデータはあるんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 

厚生主監（山田甚吉君） 健康長寿の３本柱ということで、根拠の１つとして手前ど

もが上げさせいただいておりますのは、栄養・運動・社会参加ということで、そう

いったサロンの参加もフレイルの最初の入り口というところでの要介護状態の予

防防止になっているというふうなことで、サロンの開催であるとか参加促進を進め

ておるところでございます。 
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議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 今の答弁を頂いた中で、例えば私が今この質問をしたときに答

えていただきたいのは、これをちょっと持ってきたんですけど、先ほど最初の質問

に対する答えで出ていた男性のための運動教室なんですけど、そこに小さく書いて

あるんです。効果、参加者の約８割が体力維持・向上しています。米印で「体力測

定結果により」というような形です。先ほどの介護予防とか認知症予防に関しては、

要支援１から要介護５までの７段階であると。例えば、そういった教室であれ、何

たらサロンであれを開催すると、この地域ではこういうふうに介護認定率が下がっ

ていますよとかいうようなことってうたえるんじゃないのかなと思っています。も

ちろんそれは単年度で見えるものでもないですし、10年後の結果を見るためには、

５年、６年、10年と続けていかないといけないものだと思うんですが、先ほどの一

番最初の答弁の答えでいくと、開催回数であったり、参加人数であったりが増えた

ら効果が出ていますよというような話になっちゃうんじゃないのかなと思ってい

ます。それに関してどうでしょう、介護認定の数を指標にするほうが分かりやすい

指標ではないでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 厚生主監。 

厚生主監（山田甚吉君） おっしゃるとおり、介護予防の指標としては、体操したと

かいうことで筋力がアップした、認定件数が減った、あるいは病気にかからなくな

ったと。そういった社会保障の医療費や介護費用が減ったという数字が指標になる

と思います。ただ、議員が冒頭におっしゃられたように、住みやすいところか、暮

らしやすいところかの主観的な部分でいうと、それは介護状態であっても、あるい

は独居であってもというような、そういった受け止めは何ていうのか、そういうふ

うに住みやすいところだと感じている人がどれだけいるかが、やはり介護の指標に

なってくるのかなとは思います。目指すのは、どちらともといえばどちらともであ

ろうかなと思います。そういう担い手に谷口さんがなっていただくというようなこ

とが期待されるのではないのかと、よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 分かりました。私も今ちょっと質問を考える中で、先ほどの介

護支援とか要介護の認定の人数を出すというのはどうなのかなとは思っていたん

ですが、あくまでも最後の手段のところでそれを指標にするというのは変なふうに

社会に影響しないのかなと思って、厚生主監のお話を聞かせていただいたというこ

とだったんですが、先ほどの答弁のように、フレイル予防とか生きがいづくりとい

うようなことであったら、それであっても特に各指標の中では、そういったことは

追い求められるんじゃないのかなと思います。ですから、各事業の中で参加人数を

求めるのであれば、そういった形で言葉を借りるとすると、社会参加や社会性とい
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うのをどういうふうに地域で伸ばしていっているかというのは、非常に大事な数字

だと思っています。例えば、先ほどの話でいくと社協さんがいますと、でも各家庭

の個別の状況に関しては民生委員児童委員さんが分かっていますと。じゃあ、民生

委員児童委員さんは、各地域の中で区長さんたちと連携しながら、先ほど私が一番

最初に言うたように、家にずっといる方で、体や足腰が弱くなってから出る回数が

減っているよねと、あんまり見なくなったよねという話を聞いたら、その方に関し

てケース会議をした上で地域に出てもらうというのも１つなのかなと思います。そ

したら、最初にこの地域には10人、全く出歩かない方がいたけど５人に減りました

よとか、その方たちが楽しんでくれていますよということを見ると、地域にいる人

間も元気な高齢者を見るというのは、すごいこの地域って楽しいんだなと思います。

ぜひそういったことを頭に入れながら、10年間こういった制度は進めているんです

けど、結果としては１団体しかありませんとかというのではなく、手を替え品を替

えじゃないですが、いろんな予防策というか、いろんな人が社会で支え合って、社

会に貢献してもらう制度というのはあると思いますので、今後も施策を進めていっ

ていただきたいと思っています。これで最初の質問は終わらせていただきます。 

 次は、この流れでチョイソコひのやｉ－Ｃｈａｎのさらなる活用のために必要な

ことは何なのかというのを質問させていただきたいと思っています。 

 令和５年３月の実証実験としての導入から２年がたちました。チョイソコひのに

関しては、よく町長が住民さんから意見を聞くことがあって、その中にはやっぱり

「バスをどうにかしてほしい」と。そして、特にお一人暮らしの高齢者の方の要望

が大きかったということで伺っています。私も何回か利用させていただいて、この

前も妻が私の車の鍵を持って出たというのがあって、一日中お世話になっていたと

いうのがあるので、すごい使い勝手がいいなと思っていました。それと、先ほどの

高齢の方が元気に過ごせるためにというのを関連づけていった質問をさせていた

だきたいと思っています。 

 まず、簡単にチョイソコのあらましを教えていただきたいんですが、日野町で導

入に至るまでの経緯を国や近隣市町の動きも踏まえながら教えていただきたいで

す。あわせて、チョイソコ自体の利点というのを、どのように町は認識しているか

教えていただきたいです。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） チョイソコひのや公共ライドシェアｉ－Ｃｈａｎ

についてご質問を頂いたところです。 

 まず、１点目のご質問としまして、チョイソコの導入に至るまでのこれまでの経

過と利点についてでございます。経過としましては、国のほうで、デジタルを使っ

て切れ目のない公共交通のサービスを目指すということで、いわゆるＭａａＳであ
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ります。これの普及を目指すと同時に、その中でオンデマンド交通を国のほうで推

進しておりました。県内に目を向けますと、県内ではチョイソコひのと同じ仕組み

でありますチョイソコりゅうおうですか、竜王町で先行して、令和２年10月から実

証実験を始めておられたと。そういう経過がございまして、そういった中で当町の

チョイソコ導入をするときの状況でございますが、主な町内の移動手段というのが、

町のほうでは町営バスでございましたが、やはり町営バスでございますので、定

時・定路線の運行というところ、またバス車両も限られておりますので、それを最

大限運行しておりましたけども、運行本数が少ないとかそういったことがございま

して、利便性が高くない地域があったという現状がございました。そういった中で、

令和５年３月から町営バスの南比線・中山線の沿線の地域で、チョイソコひのの実

証実験を始めさせていただいたところです。利用された方に好評であったところか

ら、現在チョイソコひのの順次運行エリアを拡大しているというところでございま

す。このチョイソコひのの運行によりまして、利用者の予定に合わせた効率的なル

ートや配車で利便性が向上したこと、また高齢者の方の外出機会の創出など、多様

な移動のニーズに応えることができていると考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） もうちょっと今おっしゃっていたニーズに関して伺いたいんで

すけど、先ほどの質問でもありましたけど、こういう制度がありますよと、国がこ

ういうことを推し進めています、またこういう予算が国や県から出ますよというこ

とで取り入れたからといって、本当に制度に関して住民さんのニーズがあるかどう

かというのは、また別問題だと思うんですが、これを拡大し続ける中で、好評であ

った、ニーズがあったということの根拠というのは何かあるんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 利用者の方のどういうところを見て好評であった

かというところでございます。 

 まず、実証実験を開始させていただきました町営バスの南比線・中山線の沿線を

対象としまして、令和５年度にアンケートのほうを実施させていただきました。こ

のアンケート結果で、「満足」「やや満足」という回答を頂きました方が86パーセン

トとなっています。また、直接チョイソコを使われた方から「よかった」というお

声もお聞きするところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 私同様、利用者の方も好評だったということが分かりました。 

 もうちょっとハードのシステム的なことを伺いたいんですけど、このチョイソコ

の制度自体は、今までの導入状況に関してはどのような予算を使っているのか、そ

して今後はもちろんイニシャルもランニングもかかるものなので、どういうような
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予算を使っていく予定なのかというのをお伺いしたいです。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） チョイソコひのの運行に関する予算等について質

問を頂いたというふうに思っております。 

 チョイソコひのの予算でございますが、令和６年度までは、町営バスはこれまで

南比線・中山線・湖南サンライズ線を順次導入してきたところでございます。この

予算につきましては、令和６年度９月まではデジタル田園都市国家構想交付金を活

用して運行してきたところでございます。６年10月以降につきましては、広域的な

幹線である近江鉄道日八線、ＪＲ近江八幡駅から日野まで乗り入れているバス路線

の支線として、運行経費に対する国の地域内フィーダー系統確保維持国庫補助金、

こういう幹線に接続する支線の赤字を補塡する補助金がございますので、これを活

用して運行を図ってきたところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 分かりましたというか、全て補助金というようなイメージがあ

るんですけど、導入してから利用人数というのは増えていっているんでしょうか。

ということとあわせて、今までは国庫からの補助金を使っていますと。今後、令和

７年度以降、令和７年度も８年度もまた広げていくと思うんですけど、そういった

ことに関してはどういったお金で動かす予定なんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） これまでの予算の経過については、先ほど答弁さ

せていただきました。今後の利用の見込みと予算をどうするかというところでござ

います。 

 まず、今後の利用見込みでございます。今年の３月までに導入した地域に対する

利用者さんの割合で、これから予定しているところの運行のエリアごとに算出しま

すと、この４月から運行している東桜谷・西桜谷地区、交通空白地を合わせて約130

人ぐらい。今年度エリアの拡大を目指しています西大路地区・鎌掛地区・必佐地区

のこれまで停留所がなかったところを合わせまして200人。さらに、最終的にエリ

アを拡大したい日野地区で370人というところで見込んでいるところでございます。 

 この経費でございますけども、令和７年度に拡大します西大路地区や鎌掛、また

必佐の一部の区域につきましては、地方創生の新しい交付金で、新しい地方経済・

生活環境創生交付金を活用してまいりたいと思いますし、先ほど申し上げたとおり、

６年度まで活用しました旧の南比線・中山線・湖南サンライズ線については、同じ

く地域内フィーダー系統確保維持国庫補助金を活用する予定としているところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 
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３番（谷口智哉君） つまり、今後も国庫からの交付金・補助金で運営していくとい

うことなんでしょうか。ぱっと今聞いたイメージというか、そもそもなんですけど、

バスの代替であったら、町営バスの維持費が下がるのでその分も充てられて、それ

で回るのかなと思っていたんですけど、そういうわけではないんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 簡単に言いますと、有利な国庫補助金を積極的に

使っていくと、これに尽きるかと思います。ただ現在、公共交通全体の再編をして

いるところでございまして、町営バスも運行している、チョイソコも運行している

というような状況ですので、全体的にチョイソコが行き渡った際に、今までの町営

バスをどう考えていくか。それは今、議員ご指摘いただいたとおり、経費の無駄が

出ないように、住民さんの利便性を残しながら、どういう運行をしていくかという

ところで検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 分かりました。地方の実情ってそういうものなのかなと思って、

私も議員になって２年間いろんな予算とか施策、特に日野菜を取り巻く環境とかを

見させていただいたときに、そういった補助金を活用していく、いき続けるという

ことしか選択がないものも世の中にあるのかなと思っています。 

 ここから本題というか、ある程度チョイソコひのに関して、概要が皆さんと共有

できたので、本来の質問に戻らせていただきます。最初の質問に対する答弁で、利

点として、高齢者の外出機会の創出というのを上げられました。介護予防や認知症

予防の観点からも、非常に大事なことだと考えています。どうしてかというと、外

出する機会を得ることによって、買物であったりいろんなとこに出かけて、頭を使

う、身体を使う、そして社会に触れるということがそういったことにつながると思

っています。ただ、チョイソコひのの停留所を拡大しただけでは、手段の提供にし

かすぎないと思っていて、そもそも出る必要がないとか出る理由がだんだんなくな

っていく方に対しては、言うほどの効果がないんじゃないのかなと思っています。

では、施策として活用を促進して、介護予防や認知症予防につなげることができる

高齢者の外出の創出につなげることが必要だとはそもそも思わないでしょうか。そ

ういったことの町の考え方を伺いたいです。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） あくまでもチョイソコひのは移動していただくた

めの手段でありまして、これをいかに有効に活用していくかというところでご質問

いただいたのかなというふうに思っております。 

 先ほど、外出を控えておられた方の高齢者の外出につながるというところで少し

答弁させていただいたんですが、やはりこれを使っていただいて、体力の維持です
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とか認知症予防ですとか、また１人で家にいるんじゃなくて、外出することによっ

て孤独の解消ですとか社会につながって健康でいられると、そういう生活に係る上

で最大限使っていただければというふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 今、思いというのは一緒だなと思いましたが、そこもエリア拡

大というか、チョイソコの導入とともに考えていって、その施策というのを広げる

べきではないのかなと思っています。例え話、先ほどやった男性のための運動教室

だと、今は６つの地域で週１のペースで月６回か、行われているんですけど、そこ

へ鎌掛の地域の人が西大路に行って、男性のための運動教室等に参加するというこ

とも大事だと思っています。そのような施策というのは、そういう仕掛けですよね、

高齢の方が出やすくなるような、チョイソコを活用しやすくなるような仕掛けとい

うのは検討されないのでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 外出されるための機会というか、事業というか、

そういったところでございますけども、町のほうでは、令和５年度から高齢者の関

係もありまして長寿福祉課、また観光の関係もあるので商工観光課、そのほか関係

する課が集まって話合いをしております。その場に、滋賀県や運行事業者、またチ

ョイソコひのの予約を受け付けしていただいている業者さんも入っていただいて、

チョイソコのワーキンググループを開催して、チョイソコを最大限使っていただく

ためにはどうしたものかというところで検討を重ねているところでございます。そ

の中で運行の拡大の協議ですとかそういったこともありますけども、他市町の事例

などを情報共有しながら会議を進めているわけです。また、他市町の状況に加えま

して、運行そのものの課題ですとか利用者のニーズ、これなども把握しながら様々

な検討を進めているというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 先ほどの平成27年からの施策と同じような感じになってきたん

ですけど、まず質問させていただきたいのは、そのワーキンググループが令和５年

度、６年度と２年間動いてきたということだったんですが、検討しているというこ

とだったんですけど、もう少し具体的にどのような会議をしてきて、どのような施

策につなげるような動きになっているのかという成果物というか、２年間でどのよ

うなことにつながったのかを教えていただきたいです。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） ２年間の成果でございますけども、令和５年と令

和６年にこのワーキングをしてきた中なんですが、１つ成果としては、まずチョイ

ソコひのを運行したときは現金払いしかなかったんですが、運行事業者さん等から
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キャッシュレス決済を入れたらどうかというところで、車両に備え付けることにな

りましたし、今質問いただいていることにも少し関係するんですが、チョイソコを

使って健康づくりのイベントに行ってもらうことができないかというところで、南

比公民館さんと一緒にモルックの体験の教室といいますか、大会をさせていただき

ました。ほかにもいろいろ生涯学習の事業にチョイソコを使って参加いただくとか、

そういう案がありますが、実績としてはこの２つが成果かなというふうに考えてい

るところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 今回の質問で、初めてその動き、南比公民館のモルックという

のは分かったんですけど、往々にして、日野町でやっていてせっかくいい施策でも、

情報が届かないことが多いなと思いました、今の質問を受けて。今回せっかくそう

いった思いを共有できたので、もっと施策というのを増やしていっていただきたい

ですし、そこが役場や社協さんで抱える必要もないのかなと思っています。それは

地域で、先ほど言ったように、手を挙げてくれる人を増やしていけば、どんどんそ

ういった事業が増えていくのではないのかなと思っています。 

 ちょっとこれは質問です。もともと企画振興課にもいらっしゃった小島課長だか

らこそ質問ができるんですが、そういった小さい施策であったり、ミーティング会

議であったり、町民さんに携わるものに関しては、もっと細かい情報発信、ＳＮＳ

等を使ったような情報発信をすると、もっと細かい意見も拾えるんじゃないのかな

と思っています。例えば、先ほどのチョイソコひののワーキンググループではこう

いう話が出て、ここの公民館でこういった事業をするのにチョイソコひのを活用す

る事業を始めますというようなことを相談していますというレベルでもいいです

し、ＳＮＳのインスタグラムに会議の様子と一緒に出したら、そこに住民さんから

のコメントって来るんじゃないのかなと。そこでの意見も参考にするかしないかは

置いておいて、意見と役場との距離というのはすごい近いものになるんじゃないの

かなと思っています。いつも困るのが、パブリックコメントを募集しますと、公民

館に行くと分厚い資料が置いてあって、さあどうぞパブリックコメントをして下さ

いみたいな感じであるというのも、確かに意見聴取としては必要だとは思うんです

が、細かい、そして俊敏性のあるような意見聴取のためにＳＮＳを活用するという

のはいかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） チョイソコのいろんな拡大といいますか、利用を

広めていくためにＳＮＳを使ったらどうかというご提案でございます。 

 少しなるほどなと思いました。１つは、この事業をするときには、チョイソコの

ご利用者さんには、チョイソコ通信というので、定期便みたいなのを発送させてい
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ただいて、チョイソコを使って出かける取組のところ、コトづくりと呼んでいるん

ですけど、そういったイベントをするときはチョイソコ通信に載せさせていただく

というふうに啓発を図っています。ただ、どういったものとご利用されるか、マッ

チするところが大切と私も思いますので、ＳＮＳでどういった形でできるかという

のは、やはりそこは検討していければなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） すみません、ちょっと脱線したんですけど、その関連の質問と

いうことで許していただきたいです。今のチョイソコ通信の話ではあるんですけど、

利用を促進するために、最初の質問とかぶるところもあるんですけど、そういった

のを地域の方々、例えば先ほど言っていた地区社協の方と連携を取っていますとか

区長さんと連携を取っていますとか、民生委員児童委員さんに利用を促進して健康

づくりに役立ててもらうために連携を取っていますということは、過去にあったん

でしょうか。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 地区社協さんとの直接の連携ですか、その部分に

ついては、私の記憶の中ではなかったのかなというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） そういったことを進めていく中で、最終的に人と人とのつなが

りというのが大事になるものだと思いませんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 人と人とのつながり、これはまさしく最も大切な

ことかなというふうに思っております。そのつながりをつくっていくツール、お出

かけしていただくためのツールとしてチョイソコを使っていただくというのが私

どもの役目かなというふうに思っておりますので、それはまた先ほど申し上げまし

たワーキングの中で長寿福祉課も入っていますし、商工観光課、生涯学習課も入っ

ていますので、そこについては社協さんも含めて、どういうつながりをつくってい

けるのかなというのは今後議論してまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 今回、小島さんから話がありましたけど、生涯学習課さんとか

商工観光課さんには答弁を求めていないんですが、今度こういったことを質問させ

ていただくときには、ぜひ成果物というか、こういった施策をして、こういった効

果が現れましたということが聞けるような状況にしておいていただきたいなと思

っています。 

 これでチョイソコひのに関しての質問は終わりなんですが、もう１つ、ｉ－Ｃｈ
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ａｎの質問をさせていただきます。ｉ－Ｃｈａｎに関しては、また同じように、実

証実験までの経緯と結果、反省点、そして今後の予定はどうなっているのかという

のを教えていただきたいです。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） ｉ－Ｃｈａｎについて、反省とか今後の予定につ

いてでございます。 

 このｉ－Ｃｈａｎといいますのは、移動手段を持たれない方ですとか、観光目的

で来訪される方の移動ニーズに応えるために、タクシーに代わる新しい交通手段と

して、乗り合い型の公共ライドシェア、これの名前がｉ－Ｃｈａｎというところで、

現在、実証実験に取り組んでいるところでございます。 

 これまでの経過でございますけども、土日祝日に町営バスが運行していないとい

う現状がございます。また、日野駅などでタクシーの優先配車もないために、住民

の方とか町に観光で来られた方のニーズに応えることがこれまでできていなかっ

たというところでございます。 

 そういったところから今回、実証実験をさせていただいているところでございま

すけども、先般この公共ライドシェアにつきましては、１月18日から３月９日まで、

土日祝日に一度、実証実験をさせていただきました。このときの結果については、

55件の予約があって、延べ73人の方がご利用いただいたところでございますが、な

かなか利用者数が少なかったというところで、町に来ていただく観光客の方々への

周知が十分でなかったかなというふうに考えております。 

 あと、もう１つ課題といいますか、見えてきましたのが、土日祝日の受付は電話

での予約ができないという課題が見えてきましたので、これらの課題を踏まえなが

ら、再度、実証実験に取り組んでいるところでございますので、そういったニーズ

に応えられるよう、引き続き取り組んでいきたいなというふうに思います。予約と

いいますのは、土日祝日の当日の予約ですので、チョイソコと同じ枠組みでやって

おりますので、予約が取れないというところでご理解いただければというふうに思

います。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 今、また実証実験が始まっているんですね。ちょっと今後の質

問のために、その期間だけもう１回教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 実証実験を再開させていただいている期間でござ

います。期間につきましては、６月１日から来年の３月15日の日曜日までを期間と

して再度、実証実験に取り組んでいるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 
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３番（谷口智哉君） であるならば、前回の反省で上げられた観光客への周知、特に

外国人への周知、当日の電話予約ができないという課題に関しては、今の時点でど

のように取り組まれているんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 前回の実証実験で得られました課題に対する対応

でございます。 

 今現在やっている対応を申し上げますと、観光客の方への周知というところでご

ざいますので、町のホームページだけではなくて、日野観光協会ですとか、ふるさ

と館など、観光施設のホームページにｉ－Ｃｈａｎのリンクを貼っていただくとか

というところで案内をしているところでございます。あと、ｉ－Ｃｈａｎを使って

町内にある観光施設で、特に旧鎌掛小のところに、外国人の方が利用で来られると

いうところがございますので、外国語によるホームページの周知、これはもともと

ホームページのほうの機能で多言語機能がございますので、そこに誘導できるよう

な仕組みですとか、あと駅前で日野駅を降りられた際に、どうもレンタサイクルを

借りられるとか、周辺の方にいろいろ聞いておられるようですので、このｉ－Ｃｈ

ａｎを、例えば中国語で案内するようなチラシですとか、そういったものを配架な

り、関係者の方にお配りして案内をお願いしているというところでございます。そ

れと、当日の休みの日の電話予約については、現在の運行事業者で、なかなか難し

いというところですので、コールセンターの運営についてどうするかというところ

の今議論を始めているところでございますので、ちょっとすぐに当日の電話予約が

受け付けできる状況ではございませんけども、そこを何とか対応してまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 電話予約に関しては後にして、先ほどの観光客への周知でホー

ムページ云々というところがあったんですが、まず駅にチラシの配架というのもあ

りましたが、小島さんはこれを見られたことがありますでしょうか。というか、Ａ

４の用紙に日本語、中国語、韓国語、英語で、白黒だけで結構細かい字が並べてあ

って、それが貼ってあるということで、外国人の観光客が来たときに、そこが一番

最初に目に入るかというと、そういうわけではないなというようなイメージがあり

ました。先ほど行政がすることのサービスに関して、本当に住民のニーズがあるの

かどうかというのと関連はしますけど、せめてそれは駅に詰めている人に外国人が

来たときに、ちょっと意見を聞いておいてよみたいな感じでやっていくのもいいん

じゃないのかなと思います。これに関しては商工観光課さんも携わってきますし、

お話しし合った上で、本当に必要としている人に届くようなサービスの提供という

のをしていただきたいなと思います。作って置いておいたら、みんなが欲しがるわ
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けではないと思いますので、お願いします。 

 あと、ホームページに関してなんですが、日野観光協会のホームページでも、要

は新しい情報が入ってくると流れていくトピックスのところに、ｉ－Ｃｈａｎの公

共ライドシェアに関しての記事がありました。これはまた花盛りの季節であったり

とか夏の季節であったりとかのときには、また流れていって消えていくんじゃない

のかなと。消えていくというか、下に下がっていって、ぱっと見たときに見られな

いようになるんじゃないかなという心配もありますし、しゃくなげ學校にある蒲生

野考現倶楽部さんのホームページとおっしゃっていましたが、あれはホームページ

じゃなくて「滋賀咲くブログ」というブログで、それの記事の中に書いてあります。

記事ということは、先ほども同じように更新していくと、あっこは月間予定が毎月

あるので、４つぐらいでもう見えなくなってしまうと。さらにイベントがあると、

さらに早く見えなくなってしまうので、そこのところの連携というのも、実情を知

った上でちょっと相談して、そして多い外国人への対応もそうですし、駅に詰めて

いる人、しゃくなげ學校を管理しているところにも、ちゃんとした共通目標や共通

認識を持った上で施策をしていっていただきたいなと思っています。 

 実は、私は２番目の質問をするときに、答弁予定のところに町長を入れさせてい

ただいていたんですが、全部、小島さんが答えていただいて、特に聞きたかったの

は、高齢者の移動を促すための施策というのは町長が住民さんから聞かれた「バス

をどうにかしてほしい」という意義の中でも一番大事なものだと思っていますし、

それは町長も思っているんじゃないのかなと思っていて、ちょっとそこのところ、

せっかく町長とお話しする機会ですので、意気込みというのを最後に教えていただ

きたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 谷口議員には、１つ目に高齢者施策の部分と、そしてそれに関

連してチョイソコをはじめ、交通ということで本当にありがとうございます。冒頭

におっしゃっていただいたとおり、ほぼほぼ全件を回らせていただいて、一番多く

声を頂いたのが、この交通の課題でありましたので、就任直後からこれに一生懸命

取り組ませていただいて、本当に職員の頑張りもあって、また地域の皆様のご協力

もあって、ご理解、ご協力を頂いて、一定のご満足を頂いているものと考えており

ます。おっしゃられたとおり、ご高齢の方の移動ということでも非常に重要ですし、

改めて谷口議員のご質問も聞かせていただく中で、本当に可能性のある分野だなと

いうことを感じているところでございます。この交通や、そのほかのあらゆる部門

で、今は政策連携会議で政策監を中心に、あらゆる部局が縦割りではなくて共通の

課題を持ってきて、これをここの部署で連携してできるん違うかということを一生

懸命、各課連携してやってくれていますので、そういった観点から生涯学習の部分
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とか様々な部分、商工観光の部分とか連携をしながら、これを有効に活用して、ご

高齢の方の生きがいとか健康はもちろんのこと、様々な波及効果を含めて頑張って

いきたいなと思っております。 

議長（杉浦和人君） 谷口智哉君。 

３番（谷口智哉君） 改めて、町長の考えが聞けたというのは非常に大事な機会だっ

たなと思います。何も役場はどうするんや、どうしてくれるんやということを期待

しているわけではなくて、ある程度の道筋と、先ほどの住民が動きやすいような状

況をつくり出していただければ、呼応していただける地域、呼応していただける人

というのは、この日野町にはたくさんいると思いますので、ぜひ厚生主監にも頑張

っていただきたいと思います。 

 これで質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、６番、川東昭男君。 

６番（川東昭男君） それでは、事前通告に基づきまして、河川の環境保全・浚渫に

ついて、分割方式により２点、一般質問をさせていただきます。 

 最初に、１つ目の河川の環境保全について。 

 はじめに、滋賀県土木部の県の「河川・港湾調書（令和５年１月）」において滋

賀県が管理する日野町の一級河川は、日野川、佐久良川をはじめ、法光寺川、野川、

池川、前川、宮川、杉川、互瀬川、大平川、出雲川、砂川、迫谷川、南砂川、西明

寺川、平子川の16の一級河川であります。また、町管理の準用河川として、内池川、

上人谷川、黒道川、猿川、大平川、大谷川、浄光寺川、鳥羽谷川の８河川がありま

す。それぞれ草刈りや浚渫などは、地域が管理しているところがほとんどです。超

高齢化社会の中、地域での管理が大変難しくなってきています。そこで、県管理河

川の浚渫および木や竹の伐採に係る大がかりな事業は、緊急浚渫推進事業債を活用

した県事業において、引き続き効率的に進めていただきたく質問するものでござい

ます。 

 なお、参考資料として、別添の川東の配付資料①で緊急浚渫推進事業の拡充・延

長について、また配付資料②で令和２年度から令和６年度の５年間で進める予定河

川事業一覧表を参照していただきたいと思います。 

 緊急浚渫推進事業は、令和元年度の台風19号などで、河川の排水不良箇所に起因

する大規模な浸水被害が多発したことを受け、地方公共団体が単独事業として実施

する河川等の浚渫を推進するため、国が令和２年度から６年度に限り特例措置され

た制度を活用する事業として創設されました。国は、緊急的に浚渫を実施すべき箇

所はいまだに数多く残っており、浚渫事業の必要性が高い状況が継続されていると

して、農業用排水路を対象事業に追加した上で、特例措置を令和７年度から５年間

延長されました。浚渫には土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含むとされています。
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地方財政措置として、地方債充当率100パーセントで、元利償還金に対する交付税

措置は70パーセントです。５年間の事業費は1,100億円となっています。前期の５

年間、滋賀県は県下全域を広範囲に事業実施されました。この中には、日野川、南

砂川の事業が実施されています。５年間で考えると、日野町の実施箇所はごく僅か

で、浚渫についてはほとんどが河川愛護委託事業の川ざらえで、少しずつしか進捗

していないと感じます。そこで質問をします。 

 １点目に、現在、県土木事務所発注の日野川河川環境保全業務委託による日野川

の明治橋から増田橋辺りまでの河川内の伐竹が実施されています。この事業は、水

が流れやすいよう河川内の竹を伐採するとされています。工期は７月３日とお聞き

していますが、工事中においても景色が広がり、昔の風景がよみがえり、懐かしさ

もあり、感動をしているところです。当初、中山地先ほかとして、明治橋から豊田

２区地先を工事費（落札額）で2,807万2,000円で、３万平方メートル程度の伐採を

予定されています。その後、豊田５区の要望を受け追加となった豊田２区地先から

増田橋先の伐採の範囲および工事費について伺います。 

 ２点目に、この事業で行う伐採は、水の流れる箇所に近い部分とされていますが、

左岸（豊田地域側）の堤防の内側斜面は対象ですかお聞きします。 

 ３点目に、この事業では浚渫は対象外ですか。 

 ４点目に、現場は相当量の竹や木があり、伐採面積、搬出など、工事の進捗状況

から工期内に事業が完了するのかどうか心配です。工期内に完了できますか。 

 ５点目に、本事業を実施するにあたっての手続、手順をお伺いします。 

議長（杉浦和人君） ６番、川東昭男君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（堀江和博君） ただいまは、河川の環境保全についてご質問を頂きました。 

 １点目の追加された範囲および工事費については、発注された業務の概要より範

囲が伐竹２万平方メートル、伐木3,000平方メートルで、工事費が約2,265万8,000

円となっております。 

 ２点目の伐採を予定されている範囲は、左岸（豊田地域側）堤防の内側斜面では

なく、河川中央部の竹林および雑木が生えている部分の伐採を予定されています。 

 ３点目の浚渫は対象外かについては、今回の業務では伐竹および伐木の作業を予

定されており、浚渫は含まれておりません。 

 ４点目の工期内に完了できるかについては、ご指摘のとおり、現地には相当量の

竹や木があり、伐採した竹や木の処分費が増えた場合、計画している範囲の伐採が

できないことも想定されると県より報告がございました。現在、施工中である日野

川河川環境保全業務委託の明治橋から豊田２区までの伐採においても、竹の生えて

いる密度が濃く処分量が増加したことにより、想定していた範囲の伐採ができない
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見込みであると報告を受けております。 

 ５点目の手続、手順としては特にございませんが、実施箇所の決定については、

河川の状態や地域からの要望を考慮され、県において実施箇所を決定されることか

ら、町では行政懇談会で要望いただいた箇所を中心に県へしっかりと要望してまい

ります。引き続き、地域においても河川の状況確認や要望活動をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 川東昭男君。 

６番（川東昭男君） それでは再質問をします。 

 ①についてですが、追加された事業の範囲は、竹の伐採が２万平米、木の伐採が

3,000平米と、面積でいうと、河川幅の関係もありますが、おおむね全ての範囲と

理解していいのか伺います。 

 ②についてですけれども、明治橋からの左岸は昭和34年の伊勢湾台風のとき、豊

田２区地先の堤防から水があふれ、決壊寸前の歴史があります。増田橋まで住宅が

建ち並んでいるところです。また、堤防は河川愛護事業により、豊田地域自治会連

絡協議会が年３回、上流から長い距離を地域で割り振って草刈りをしているところ

です。草刈りをしても河川が見えないというところもあり、できれば草刈りしたと

ころの川側の雑木の伐採をお願いしたいと思いますが、可能かどうか伺います。 

 ③は、答弁は結構です。 

 ④について、答弁では、先に発注した明治橋から豊田２区の事業では、工期に問

題はないが、処分量が多く事業費をかさむことから、想定していた事業量の保証は

できない見込みと県より報告を受けているとのことです。要は、この事業は伐採の

範囲は面積ではなくて、処分量により事業量が変わる。事業費の範囲内で伐採可能

な面積ということで、当初予定した事業量は確保できないという県の報告と受け止

めます。追加工事はできないのかお伺いします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 川東議員より、再質問を頂きました。 

 まず、１点目の伐採範囲が全ての範囲になっているかというところでございます。

作業範囲については県に確認をさせていただきましたが、河川内の竹や木が生えて

いる状況によっては変更が生じることから、優先順位をつけて生えのひどいところ

から着手する方向であると報告を受けているところでございます。全ての範囲がで

きるかについては、現場の状況によるというようなところの報告を受けております。 

 ２点目の質問につきましては、草刈りしたところの川の雑木の伐採ができるかと

いうところでございます。まず、河川愛護事業の中で、年３回も大変広い範囲の除

草していただいておりまして、誠にありがとうございます。引き続きよろしくお願

いしたいと思っております。川側の雑木の伐採につきましては、草刈りが年３回さ

れているということでございますので、草刈りが完了した際に、地元役員さんと現
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地のほうで立会いをさせていただきまして、伐採してほしい木のところを確認させ

ていただいて、県に要望のほうをさせていただきたいというふうに考えております。 

 質問の４点目でございます。伐採範囲ができないと追加工事はできないのかとい

うところでございます。今回の伐採で、当初予定した範囲全ての伐採は処分量が多

く発生すると完了しないと。処分量が非常に多くなったと、竹の量が密集してたく

さん出ていたということで、完了しないと報告を受けています。引き続き、残った

部分につきましては、県に伐採をしていただくよう要望したいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 川東昭男君。 

６番（川東昭男君） ①番と④番は関連しておりますので、答弁をお聞きしていたん

ですけども、あまり理解できません。一般的な工事は、事業量を決めて発注します。

落札業者はその事業量を完成させ、発注者の検査を受けて完了というふうに思うの

ですが、この事業は現場の状況によるとか、処分量が多ければ当初の予定していた

事業はできないなどと県から報告を受けているという答弁です。特殊な工事である

とは思いますけれども、県は当初において、ここの場所には伐採が必要であると決

めて発注しているわけで、ほかの場所で処分量が多いので事業費がかさんで予定ど

おりの事業ができないという、この答弁については理解ができません。 

 再度、お伺いしますけれども、事業量が取り残されたところは、追加工事をして

いただくのが本来だと私は思うんですけれども、再度要望しないと工事は置き去り

にされるということなのか、町の見解をお伺いします。 

 ②についてですけれども、草刈りは堤防の両側ののり面をしています。川側はの

り面はもとより、川の中ほどまで大きな木が覆っています。現地で確認いただける

という答弁でございますので、現地で説明を申し上げたいと思いますので、よろし

くお願いします。これについて答弁は結構です。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 川東議員より、再々質問を頂きました。 

 当初予定している事業量を執行することが本来であると考えております。これま

で県の事業で幾つもの箇所を実施されたかと思いますが、その場合においても予定

されてきた箇所は作業が予定どおり実施されたのではないかなと考えております。

今回の現場につきましては、想定をする以上の処分量が、竹が非常に濃く生えてい

たということで、特別な事例ではないかなというふうに思っております。町のほう

としましても、引き続き現場のほうに伐採に入っていただくように、それも早期に

入っていただくように強く要望していきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 川東昭男君。 

６番（川東昭男君） 今回の業務は、想定以上の処分量が発生した事案であるという

答弁ですけれども、やっぱり理解に苦しみます。最初に発注された日野川河川環境
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保全業務委託（中山ほか）については、３月に関係者へのお知らせとして、図面で

事業範囲を示し、１万5,000平米程度の伐採を見込んでおり、水の流れているとこ

ろに近い部分を中心に伐採を行いますとされていました。この業務が現状で終了さ

れるとなると、水の流れているところにまではまだ届いておりませんので、誠に残

念であります。また、後に発注された同業務（増田ほか）については、６月中旬か

ら８月上旬までの工期とされています。当初の発注業務と同様に、図面で事業範囲

を示し、伐採の範囲は現地の繁茂状況により変更する可能性がございますとしてい

ます。私は、伐採後の処分とはどのように処分され、処分費に係る事業量はどのよ

うに調整されるのか。その説明をお願いしたいというふうに思うんですけども、も

う質問できませんので、最後に要望を申し上げたいと思います。 

 この事業は、起債を活用した県の単独事業なので、県のルールがあるのかもしれ

ませんが、当初に発注した事業量は、県の責任で最後までやってほしいと私は思い

ます。そうでないと工事ができない箇所は、最初から必要がなかったのかというこ

とにも取れますので、追加工事は当然必要な事業として、課長に答弁いただいた当

初説明のあった範囲が早期に伐採されることを県に強く要望するということで、強

くお願いを申し上げたいと思います。県の事業なので、町の答弁に制限があるのは

理解できます。町の役割として、しっかりと県と対峙していただきたいというふう

に要望を申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。 

 ２つ目の河川の浚渫について質問します。 

 河川の浚渫については、町内各自治会から多くの要望が出され、滋賀県河川愛護

活動事業委託実施要綱に基づく川ざらえにより取り組んでおられます。この川ざら

えによる作業規模は、50立米、50万円までを前提とし、上限は100立米、100万円と

しています。作業は同一場所を１回限りで、経費はオペレーターつき重機、トラッ

クのリース代プラス諸雑費とされています。この川ざらえは、幅員が狭い河川にお

いては有効であると思いますが、幅員が広い河川においては、毎年50立米ずつの進

捗では効果があまり得られず、抜本的解決にはならないと思います。現に幾つかの

自治会が毎年継続して要望されているのが現状ではないでしょうか。町は即応でき

る事業は川ざらえしかなく、幅員の大小に関わらず、各地域の要望を少しでも実現

するべく、県に要望されていることと思います。河川の浚渫は、洪水防止、水質改

善、生態系の保護、橋梁など構造物の安全確保という重要な目的があります。私は

特に災害を未然に防ぐために、例えば佐久良川の中之郷集落のような幅員の広い河

川で、川床が浅い、人家などが近くにあるところの集落を抽出して、県事業として

浚渫を実施され、根本的な解決が図られるよう要望すべきではないかと考えます。

そこで質問をします。 

 １つ目、町は浚渫が必要な場所を把握しているか、計画的な浚渫を実施している
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か、町の河川浚渫に対する基本的な考え方を伺います。 

 ２つ目に、日野町の河川の浚渫について、県への要望内容を伺います。 

 ３つ目に、令和７年度当初予算における浚渫の内容を伺います。 

 ４つ目に、令和２年度から６年度までの間、滋賀県が取り組まれた緊急浚渫推進

事業の実績について、うち日野町に係る内容は。また、整備後における地域の喜び

の声があれば、併せてお聞きをします。 

 ５つ目の国の緊急浚渫推進事業が令和11年度までの５年間、拡充・延長されまし

たが、滋賀県はどうされるのか。国の起債事業で充当率100パーセント、交付税措

置率70パーセントである緊急浚渫推進事業を引き続き滋賀県に活用いただき、日野

町内の河川の浚渫を実施してもらうよう強く要望すべきと思いますが、見解を伺い

ます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 河川の浚渫についてご質問を頂きました。 

 １点目につきましては、県と合同で行う河川パトロールや行政懇談会で要望いた

だいた箇所、また窓口で相談いただいた箇所について現地を確認し状況把握をして

おります。計画的な浚渫に関しては、要望を頂いた集落と相談し、河川愛護活動事

業の川ざらえの取組をお願いしております。 

 町の河川の浚渫に対する基本的な考え方については、早期の着手が可能な河川愛

護活動事業の川ざらえの取組をお願いするとともに、河川内の土砂の堆積量が膨大

なものについては、県による対応を要望しているところです。 

 ２点目の県への要望内容については、県と合同で行う河川パトロール時に現地を

確認し要望するとともに、毎年、行政懇談会で要望いただいた箇所は県へ要望をし

ております。 

 ３点目の本年度の浚渫内容については、町の予算では、河川愛護活動事業の川ざ

らえ分で23地区分、1,150万円の予算を見込んでおります。 

 ４点目の取組内容については、令和３年度、令和５年度に南砂川の鎌掛地先で浚

渫が実施されました。令和６年度からは、日野川の猫田地先、別所地先、豊田地先

で伐採が実施されています。浚渫を実施された地元からは、「堆積した土砂が撤去

され、撤去された河川を見てきれいになった」、また「大雨が降っても、これで安

心できる」という喜びのお声を伺っております。 

 ５点目については、滋賀県においても継続して活用する方針であり、５年間に進

める予定の河川一覧について、今後ホームページに掲載がされる予定と報告を頂い

ています。町では、各集落で河川愛護活動事業の川ざらえを積極的に実施いただい

ているものの、河川幅が広い河川においては、浚渫が追いつかない状況がございま

す。そこで緊急浚渫推進事業を県において実施いただくことで、大規模な浚渫が可
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能となることから、効果的な対策であると考えています。町として地元要望に基づ

き、県へ積極的に要望してまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 川東昭男君。 

６番（川東昭男君） それでは再質問をさせていただきます。 

 １番目と２番目についてですけれども、浚渫に対する町の考え方は、簡単に言え

ば、川ざらえを基本にしている、土砂の堆積量の膨大なものなどは県の対応待ちと

なるという、そういった答弁だと思います。私は、県が管理する一級河川は県が責

任を持って実施するというのが原則であると思います。とはいえ、県では抱える多

くの河川によって、やはり優先順位があるというふうにも思います。繰り返しにな

りますけれども、例えば佐久良川の中之郷地先のような幅員が広く、川床が浅い、

両側に人家があるところは、突発的かつ集中豪雨により氾濫が危惧されます。こう

したところを日野町の河川の中から抽出して、具体的な要望をすればどうなのかな

というふうに私は思いますが、見解をお伺いします。 

 ３番目についてです。町の当初予算で、河川愛護委託事業の川ざらえが23地区、

1,150万円を見込んでいるとの答弁でした。川ざらえ以外の河川管理に係る７年度

県事業において、日野町関連の事業計画と事業費について、現状で分かる範囲で教

えていただきたいと思います。 

 ４番目と５番目を合わせてですけれども、延長されました緊急浚渫推進事業につ

いて、前期の５年間において、当町で実施された中で、鎌掛の南砂川の浚渫は県の

ホームページでも写真が掲載されています。着工前と着工後の違いが分かり、生き

返った川のすばらしい写真に感動しました。他の事例写真を見ても、この事業の大

切さがよく分かります。また、６年度事業として、日野川の猫田地先、別所地先、

現在実施中の明治橋から増田橋のところは６年度繰越しによるものです。答弁いた

だいた地元の喜びの声が聞こえてきます。県は、引き続き緊急浚渫推進事業に取り

組むとして、今後ホームページに掲載されるとの予定です。県はこれまで河川管理

の事業は、下流からが原則となっているというふうにいつも言っておられましたし、

そのように伺っています。下流に到着する前に上流で氾濫してはいけません。引き

続き、緊急を要する日野町の河川の浚渫など、県への要望をさらに強化すべきと考

えます。私は地域と行政と、そして議会が一体となって要望活動に取り組める仕組

みが考えられないのかなというふうに思っています。当局において具体的な考えな

どがあれば、見解をお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 川東議員より、再質問を頂きました。 

 質問の１番、２番というところでございます。危険度の高い箇所については、町

のほうで抽出して県に要望をしてはどうかというところでございます。 



2-47 

 毎年、川ざらえの申請を県に行っている際につきましては、現地を町のほうで測

量させていただきまして、申請を行っております。現地のほうは確認をしておりま

すので、議員の質問のように、土砂の堆積量がひどい、また民家に近くて危険度が

高いというところにつきましては、川ざらえ事業を進めるのではなく、県に直接作

業していただくように要望のほうが必要であると考えております。 

 質問の３点目でございます。令和７年度の日野町内の県事業の河川事業の状況と

いうところでございます。 

 今年度予定をされています事業につきましては、杣地先の佐久良川で、昨年に引

き続きまして護岸の整備工事が予定されています。また、小御門地先の出雲川で橋

梁の架け替えの工事が予定をされております。こちらは午前中の質疑でもありまし

た、設計業務中ではありますが、架け替えの予定をされているところでございます。

次に、安部居地先の佐久良川のほうで、こちらにつきましては、崩落した護岸の復

旧工事が今現在工事中というところでございます。先の予定されている工事につき

まして事業費が少し分からないような状況でございますが、安部居地先の護岸の復

旧につきましては、既に工事が発注されておりますので、こちらの工事のほうにつ

きましては、約7,370万円で工事が発注されているところでございます。 

 質問の４点目、５点目でございます。地域と行政、そして議会が一体となって要

望活動に取り組める仕組みを考えられないかというところでございます。 

 要望する事業の実施に向けては、やはり地域、議会、行政が協力して一体となっ

て取り組むことが必要であると考えております。その中で、要望活動は１つの取組

であると考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 川東昭男君。 

６番（川東昭男君） 再々質問をさせていただきます。 

 １番と２番目のところですけれども、今後８月にかけて行政懇談会が開催されま

すけれども、各地区の浚渫に対する要望について、川ざらえと緊急浚渫推進事業に

よる事業について、どちらでするか適切な判断を頂きたいと思います。 

 また、地域要望はなくても、パトロールや専門的な知見で、町として危険な箇所

を察知していただいて事業につないでいただきたいと思いますが、見解をお伺いし

ます。 

 ３番目ですけれども、県の７年度の事業も、護岸工事が県事業に引き続いて実施

されるということ、また新規の事業対応も頂いているということも分かりました。

一方、日野町の浚渫は川ざらえが中心で、大規模な浚渫についても河川の管理者で

ある県が役割を果たしていただきたいなというふうに思います。これは答弁は結構

です。 

 ４番と５番を合わせてですけれども、私が言いました地域と行政、議会が一体と
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なった要望という件です。県への要望につきましては、出雲川の改修などで、必佐

区長会の要望について、議長を中心とした議会と地元の区長さんたちと直接、土木

事務所に要望されるなど、そういった取組も経験しており、それも成果を得ている

ということも思っています。もう少し課長の具体的な答弁をお願いしたいと思いま

す。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 川東議員より、再々質問を２点頂きました。 

 まず、１点目の川ざらえと緊急浚渫推進事業の適切な判断というところでござい

ます。行政懇談会で要望いただいた箇所につきましては、現地を確認させていただ

きますので、適切な判断もさせていただくように努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 事前の危険察知というところでございます。町内にはたくさんの河川があります

ので、全てをパトロールするというのはなかなか難しい状況ではありますが、河川

カメラの設置が少しずつ進んでいるところでありますので、そういうものを活用す

ることも考えまして、事前に察知できるような形を検討していければというふうに

考えております。 

 ２点目の質問でございます。川東議員おっしゃっていただいたとおり、必佐地区

では、県のほうに要望活動も実施いただいております。そのような中で、具体的な

状況というようなところでございます。 

 昨年度にはなりますが、ちょっと河川ではないんですが、鳥居平地先のほうで、

県道ののり面の斜面の伐採で竹と木がひどいような部分がありました。その部分の

伐採をされる際に、県道に隣接する土地の所有者の承諾というものが必要になって

きますので、その承諾についても、地元さんと議員さんとが連携して整えていただ

きまして、県のほうにそれを伝え、県のほうで伐採の範囲が広範囲でされたという

ようなことがありました。地域と行政、議会が一体となって要望活動を行うことは、

当然必要なことだと考えております。しかしながら、やはり要望だけでは事業の実

施が難しい部分はたくさんあるかと思います。事業の実施しやすい環境を地域と行

政、議会が一体となってつくるということが大事であるかなと考えております。 

議長（杉浦和人君） 川東昭男君。 

６番（川東昭男君） １番と２番ですけれども、パトロールなどを通じた事前の危険

察知は、河川カメラを活用するという対策も１つの検討を頂くということでござい

ますので、そういった取組をどうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 また、４番、５番につきましては、道路の関係で地元と地元議員が所有者に協力

いただいた活動などを紹介していただきました。探していくといろいろあると思う

ので、これからそういう小っちゃい取組を大いに進めていってはどうかなというふ
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うに思います。地域と行政、議会が一体となって、要望だけではなく効果的な取組

を共に進めていくということが大切であるということを共有させていただきまし

た。 

 もう質問はできませんので、最後に要望を申し上げます。滋賀県町村議会議長会

では、毎年、各町が直面する諸課題のうち重要なものを精査し、まとめた上で、県

予算ならびに施策に関する要望事項として県当局に提出し、要望の活動を行ってい

ます。もちろんこれは町の要望と連携をしたものであります。 

 私が今回、質問しました河川の浚渫、竹や木の伐採除去の推進についても、日野

川および出雲川の河川改修などに合わせた土木交通部の要望に含まれております。

その内容を紹介します。日野町内の河川管理については、地域住民が河川敷の除草

作業や浚渫などの河川愛護運動に取り組んでいるが、高齢化や人口減少により、こ

のような集落での河川管理活動が年々厳しい状況となっている。また近年、気候の

変動が激しく、突発的かつ集中的な集中豪雨により河川の氾濫が危惧される。日野

川、出雲川、佐久良川、またこれらに注ぐ砂川、大平川などにおいて土砂の蓄積や

竹木の繁茂、護岸・堤防の損傷、劣化も増加しており、周辺住民の大変大きな不安

となっている。ついては、河川の安全管理のための抜本的な河川改修計画策定と、

住民が安心して暮らせるように河川パトロールを強化するとともに、地域住民では

対応し切れない大規模な浚渫や、竹木等の伐採除去、護岸・堤防等の整備、改修に

積極的に取り組まれたいとされています。 

 この要望内容も含めて、地域と行政と議会が一体となって取り組んでいくこと、

そしてその取組を町がぜひその仕組みをつくっていただくようお願いを申し上げ

まして、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は15時30分から再開いたしま

す。 

－休憩 １５時１４分－ 

－再開 １５時２９分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 当局から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 

 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 先ほどの谷口議員の一般質問、チョイソコひのの

ご質問の中で、チョイソコひのをさらに利活用していくために、いろんな主体との

関わりの中で、社会福祉協議会との関わりはどうかというご質問を頂きました。 

 先ほどの答弁では、記憶の中ではないとお答えしたんですが、正確にはチョイソ

コワーキングの中で、日野町の社会福祉協議会の生活支援コーディネーターさんも

参加いただきまして、ご意見を頂いているというところで訂正をさせていただきた
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いと思います。訂正しておわびいたします。申し訳ございませんでした。 

議長（杉浦和人君） それでは、休憩前に引き続き一般質問を許可いたします。 

 13番、西澤正治君。 

13番（西澤正治君） 13番、西澤でございます。 

 それでは、分割にて、２つ質問をさせていただきます。 

 まず、一番はじめに、梅雨と台風への準備、備えについてということで、１問目

をひとつお願いしたいと思います。 

 ５月16日、今年は沖縄より早く九州南部地域から梅雨に入りました。近畿地方も

６月９日に梅雨入りし、いよいよ雨の季節がやってまいりました。このような年は、

大雨・豪雨に本当に注意することがテレビで報道されていまして、昨日10日、11日

も大変朝から多くの雨が降ったように思っております。我が町、日野町においても

十分に大雨に備えて準備はしていただいておりますが、また住民各自でできる対策

をしておくことが大切なことだろうと、このように思うわけでございます。しかし

ながら、個人でできる対策や対応にはいろいろ限界がありまして、公共事業におい

て、先ほど川東さんが言われました河川の氾濫への準備、また土砂災害など様々な

局面を想定した対策が必要ではないかと、このように思います。特に河川の浚渫で

ございます。また、雑木の除去などは公共の責務において適切に実施されるべきで

はないかと、このように思うわけでございます。 

 当鎌掛地区でも大がかりな浚渫工事を実施していただきましたが、まだ浚渫が必

要なところが何か所も残っております。特に南砂川中流がまだでございます。一旦、

鹿が川へ下りて浅瀬へ乗り上げ、また次の河川の護岸に登っていくというようなホ

ップステップのときに、鹿が川の中で飛ぶような状態の箇所がまだ何か所か残って

おります。このようにいろんな場所がございますが、それもこれから県や町の方と

ともに浚渫をしていただく箇所をそれぞれお願いしなければならない、このように

思っておるところでございます。特に日野川の御代参橋下流、橋を挟んで上流・下

流、小井口遺跡があるところですが、そこには本当にひどい雑木が生えております。

小井口で私もちょっと田を作っているわけですが、小井口の住民の方からこの要望

を強く望まれました。早急な対応をしていただきたいなと、このように思っておる

ところでございます。 

 これから８月、９月に入ると台風の時期になるため、災害が発生する前の対策が

特に必要でもございます。県への要望も含め、町の対応をお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） 13番、西澤正治君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（堀江和博君） 梅雨と台風への準備として、河川の浚渫や伐採について質問を
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頂きました。 

 河川の浚渫が必要な箇所については、河川愛護活動事業の川ざらえでの取組が可

能ですので、建設計画課へ相談をお願いいたします。 

 また、日野川の御代参橋下流の雑木については、行政懇談会で伐採の要望を頂い

ており、県と町での河川パトロール時に現地を確認し、要望を行っているところで

す。県への要望活動については、毎年、行政懇談会において、河川改修、河川の浚

渫・伐採、護岸の修繕等、多くの要望を頂いており、全ての箇所を東近江土木事務

所に要望しております。また、町から知事への要望や町村会からの要望時にも河川

改修、浚渫、伐採について要望を行っております。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

13番（西澤正治君） 再質問をさせていただきます。 

 河川愛護活動の川ざらえ事業は最高額で50万円、先ほども川東議員の答弁でもご

ざいましたように、50万円で50立米と。最高額でこのぐらいの事業と答弁がござい

ました。50万円ぐらいの工事では、あまり大したことないなと、このように思って

おります。それも業者の方でやっておられます。一級河川の事業は大型の重機が必

要で、一級河川の浚渫事業は県事業において、特にお願いするほかはございません。

私たちは、一級河川に流れ込む農業用排水路でも、毎年地域の地区農村環境保全活

動組織でやっております。いわゆる農地・水事業でもございます。自分たちの持っ

ている小型のユンボとか運び出す重機も持っておられるのをお借りして、また大き

な機械は業者よりお借りしてやっておりますが、毎年１路線ぐらいしかできないわ

けでございます。１路線で大体100メートルか150メートルぐらいで、経費も50万円

はしっかりかかるような状態でございます。農地の排水路の泥上げでも50万はかか

るということで、本当に大きな一級河川ですとしれているような事業でもございま

す。ぜひともこの事業は県へお願いして、県の大きな費用を頂いてするのがやはり

事業も進みますし、我々も安心して仕事も見ていられるというようなこともござい

ます。 

 ちょっと話は変わりますが、この農地・水事業ではなく、毎年必ずこの事業の中

に水性生物観察事業というのが必須事業で課されておりまして、河川や池で子ども

たちが保護者とともに川へ入って観察をする事業がございます。どこの河川も草が

生い茂り、観察する場所を探すのがもう精いっぱいのところもございます。子ども

たちのためにも、川遊びの場所の提供も兼ねて河川の浚渫、また川をきれいにして

いただいたら子どもたち、また保護者の方も安心して川遊びができる。やはりこれ

には、大きな川の浚渫をしていただいて、また親とも楽しく遊べるような場所をつ

くっていただければありがたいなと思いますが、回答があればいただければありが

たいなと、このように思いますので、よろしくお願いします。 
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議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 西澤議員より、再質問を頂きました。 

 まず、河川で子どもさんができるだけ遊べるような場所をつくってもらうために

も、浚渫のほうをしっかりしていただきたいということでございます。河川愛護事

業で皆さんに取組を頂いておりますが、なかなか継続が難しいような状況になって

いるところがたくさんあります。小さなうちから河川と触れ合うことが川を守って

いくことにつながっていくということも思っておりまして、そういう場所をつくる

ということは大事なことかと思います。しかしながら、川の遊ばせの整備というよ

りは、近年はやはり集中豪雨等によりまして、災害の被害等もたくさん出ているよ

うな状況でありまして、川の改修を優先して進めているのが現状ではないかなとい

うふうに思っているところです。やはり浚渫をしっかり取り組んでいくというとこ

ろが必要であるかと思っております。 

 町のほうでは、川ざらえ事業は金額が小さくてなかなか進まないというようなこ

とをおっしゃっていただいておるところではあるんですけど、年度初めに要望を頂

いた集落さんは、その年度に取組がいただけるように予算を確保して取り組んでお

りますので、素早い対応はできるようなことは行っているところです。そういう中

で、県に大きな河川は、先ほどのお話もあった中で、要望していく必要があるかと

思っておりますので、今ご質問いただいた中で、南砂川の中流が大分ひどくなって

いるというようなことをおっしゃっていただきましたので、まず現地の状況を県の

ほうにも見ていただいて要望していきたいと思いますので、一度現地で立会いのほ

うをお願いできればと考えております。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

13番（西澤正治君） 再々質問をさせていただきますが、３年前に南砂川の上流の部

分を浚渫していただきました。本当に大変多くの土砂がたまっており、土砂を取り

除いていただいたら、上流部分ですので草も生えずに現在はきれいな川になってお

ります。子どもたちも、底の浅い川ですので、入って楽しんでいる子どもも、去年

は見られました。本当にありがたいことでございまして、やはり地域のアシかヨシ

かは分からんけんど草が生い茂ると、とにかく川へ入るのも危ないというような状

態でございますので、ぜひとも川へ入って遊べるような場所をつくっていただけれ

ばありがたいなと、このように思います。先ほど川東議員の質問にございましたが、

喜びの声というのは、本当に鎌掛は喜んでいるところでございます。どうかひとつ

引き続き、またこの事業に積極的に建設計画課の課長さんなんかは取り組んでいた

だきたいなと、このように思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、第２問目に入らせていただきます。県道土山蒲生近江八幡線の道路

改修についてということでございます。 
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 県道土山蒲生近江八幡線は、鎌掛地区の重要な生活道路となっております。平成

29年７月から８月にかけて、長年の懸案でありました側溝水路改修と道路全面舗装

を鎌掛１区地先より３区地先まで実施していただきました。しかし、その先がいま

だ着手されず、現状のままでございます。その後、毎年要望活動はしているものの、

県や町の回答は経過観察により判断をするとのことで、一向に前進が見られません。

近年、路面や側溝の傷みも激しく、地先の住民から要望も強いものがありますので、

改修できないものかお伺いをいたします。 

 今議会の提出案件の町道路線の認定については、県道土山蒲生近江八幡線が県道

から町へ移管される内容となっておりますが、町道への移管が進めば、またその先

の維持が案じられます。住民が日常使用する生活道路であり、早期の改修要望をす

るものですが、町としての考えや対策をお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 県道土山蒲生近江八幡線の道路改修についてご質問を頂きまし

た。 

 本議会においても、町道の路線の認定を提案させていただいており、県において、

今年度より主要地方道土山蒲生近江八幡線の用地買収に着手される予定となりま

した。要望を頂いております道路改修については、行政懇談会において毎年要望を

頂いており、県道が町道へ移管される際に整備を行うよう要望してきたところです。

予定されているバイパス区間の工事が完了すれば、町道への移管となりますので、

この移管に向けて道路改修が実施されるよう県と調整を進めていく予定です。 

 なお、町道への移管後は、町が管理者になることから新たな修繕が発生しないよ

う、県において事前に道路改修を実施いただきます。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

13番（西澤正治君） 再質問をさせていただきます。 

 町の今回出されております町道移管となる路線が、今の岡崎肉屋さんの前からバ

イパスの終了までが町道移管されるということで、大変この距離は長い間、小井口

地先などには大変危険な場所、這い上がりのとこ、また小井口のとこ、大変幅員も

狭い、ひどいとこもございます。移管されると、そこらを町の費用で直していくこ

とを思うと、本当に大変な費用がかかるので、やはりこれは県道の間に手当てをし

ていただくのがよいのかなと、このように思います。以前に、奥平議員が小井口地

先の用水路の蓋をせいと、やいやい要望がございました。この春より、ここの用水

路の蓋ではなしに、今度は用水路を確認できるように表示を、標識を団地へ入ると

こまできれいに立てていただきました。本当に我々も車で通っていても安全で、通

学路も安全なように準備をしていただいております。やはりこれも町道移管になる

前に、それぞれ危険な場所は気をつけて、ひとつしていただきたいなと、このよう
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に思うわけでございます。 

 当地区、鎌掛でも、いよいよ来月７月５日に地元で土山バイパスの地権者説明会

が行われるわけでございます。県の話では、西明寺水口線までの間は令和９年度ま

でに大体完了する。その先は令和11年頃になるのではないかなと。令和11年頃にな

ると、それが済むとバイパスが完了になるということで、現の県道が町のほうへ移

管されるということで、同時並行な事業になるのではないかなというように、我々

も思っているわけなんですが、同時並行で事業が進めてもらえるものなのか。そこ

ら辺のことがちょっと分かればお伺いしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 西澤議員より再質問を頂きました。 

 バイパスの工事と道路改良工事が並行して作業ができないかというところでご

ざいます。基本的にはバイパス工事が終わって、次の年に補修の工事をされるとい

うのが一般的でございます。しかしながら、工事といいましてもすぐに着手できな

い。設計をする必要もありますので、バイパス工事と設計を並行でする中で、バイ

パスが終われば、次に道路改修工事という流れになる形かなと想定されます。でき

るだけ早く着手いただける、補修する箇所が移管になる県道の区間が長い区間でご

ざいますので、幾つか補修をしていただく必要がありますので、鎌掛さんのところ

の区間をできるだけ早く整備していただけるように、町のほうから要望させていた

だきたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 西澤正治君。 

13番（西澤正治君） 本当に鎌掛の中は、住民らの生活道路でもございます。やはり

一日も早い生活道路改修、また雨水を逃がす場所のためにも、排水路の傷んだとこ

ろの整備、これを住民は強く望んでいるところで、鎌掛の運営会のほうも毎年要望

はしておりますし、町の方にも見てもらっております。 

 どうかひとつ一日も早い改修をしていただきますようお願いしまして、質問を終

わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、２番、福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） それでは、２番、福永晃仁でございます。 

 私のほうからは、通告書に基づきまして、分割と一問一答でそれぞれ大きな項目

を２つ、質問のほうをさせていただこうと思っております。 

 まず最初に、配付資料の説明をさせていただきます。１つ目の「松尾公園」新た

なステージへの部分では、今回アンケートを皆さんのほうに、アンケートを取った

ものを４枚、配付資料でつけさせていただいております。それから、次の項目、一

問一答の暮らしと環境と次の時代というところに関しては、環境省から出ておりま

すデコ活、それから10年後のロードマップというものを２枚つけさせていただいて
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おります。それから、私は毎回ですけど、日野町総合計画に基づいてお話をしてい

きたいなと思っております。それから、資料としましては、２つ目で日野町環境基

本計画もちょっと参考にしながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、「松尾公園」新たなステージへという項目でお聞かせいただきたいと

思います。 

 第６次の総合計画の中では、柱１、未来を担うひとづくり、政策①子育てにやさ

しい風土づくり、柱４、住みたくなる都市基盤づくり、政策⑧居心地のよい都市環

境の整備、これらの関連についてお聞きをいたします。 

 「魅力的なまちには魅力的な公園があり、人と笑顔を育む」、令和５年６月議会

で取り上げた都市公園の在り方と今後のプランニングについて、そして令和６年６

月議会では、「魅力的な公園のあるまち日野町」というテーマの下、約２年間、執

行側と今後の方向性を建設的に議論してきました。昨年度は、周辺環境の保全整備

や地元企業の寄附による大型遊具の設置など、より住民目線に立った改善は確実に

進んでいるように感じます。さらに、魅力的な公園の整備を通じたまちづくりを進

めていくために議論を深める必要があると思っております。 

 全国的に都市公園についての課題を整理してみますと、１つ目、人口減少や高齢

化、地域経済の縮小により、税収が悪化傾向にあり、予算・財政面の制約とともに、

公園を管理するための人件費も予算を圧迫しています。対策として、効果的な予算

配分、ボランティアの活用、デジタル技術を導入した効率的な管理など、財政面か

らも様々なアプローチが必要となります。２つ目、施設・遊具の老朽化は、安全面

でのリスクが高いため、できる限り早急な対応が必要になり、老朽化した施設や遊

具が多いほどメンテナンスや維持費用も増加をします。今後は適切な管理方法の構

築が求められています。３つ目、近年の人件費の抑制、それから低報酬といったこ

とが要因で公園管理を担う人材が減少し、管理の担い手不足が起きています。公園

管理には緑地管理、イベントコーディネーション、コミュニティー関係、データ分

析など多くのスキルが要求されますが、新たな担い手が育っていないという現実も

あり、官民連携によって公園管理を協働する形が今後のポイントになると考えてお

ります。 

 以上を踏まえて、都市公園を持続的に保全・活用していくために、戦略的に公園

の在り方を考えていく必要があると思っております。今回、添付資料にもつけさせ

ていただきました松尾公園についてのアンケートを独自に実施しました。町内の子

育て世代、ゼロ歳から15歳の子どもを持っておられる町内在住の20代から50代の男

女131名から、公園満足度、その理由、課題となっている池周辺の整備、評価でき

る点や細かな要望等について、率直なご意見を頂くことができました。この添付資
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料には４枚にまとめておりますけども、ほぼ全員の方から記述式でたくさんの意見

を頂いております。保育園や学童、それから小学校等、お付き合いのある方、その

周りの方にお世話になりまして、特に女性の方約100名からこのデータが出てきて

いますので、一定の信頼度はあるかなというふうに思っております。 

 上記の内容を踏まえまして、都市公園についてお聞きをします。 

 まず１つ目、このアンケート結果をどのように捉えているか。 

 ２つ目、松尾公園の令和６年度の整備・改善状況はどうか。 

 ３つ目、松尾公園等改修工事設計委託について、現在の進捗状況はどうか。 

 ４つ目、今後の改善に向けて関係課・部署との連携状況はどうか。 

 最後、５つ目、松尾公園を中心とした文化ゾーンの在り方を町としてはどのよう

に構想しているか、以上５点をお聞きします。 

議長（杉浦和人君） ２番、福永晃仁君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（堀江和博君） 松尾公園についてご質問を頂きました。 

 １点目のアンケート結果については、回答された方が131名と、昨年に比べ倍以

上の方が回答されており、記述の回答も多く、松尾公園の関心の高さを感じている

ところです。満足度に関しては、少しでも満足度が上がるように、引き続き適正な

維持管理と魅力的な公園となるよう取組を進めてまいりたいと思います。また、公

園南側の池整備についても具体的な提案を含めた質問を設けていただき、貴重なご

意見を頂けたと考えております。 

 ２点目の令和６年度の整備・改善状況については、定期的な維持管理と遊具の不

具合に対して修繕を行っております。 

 ３点目の設計業務の進捗状況については、公園整備を計画する基本設計業務を８

月に発注する見込みであります。また、業務を進めるにあたり、町においても公園

のニーズを把握するため、アンケートを実施する予定です。 

 ４点目の関係課との連携については、公園の整備案やアンケートの内容について、

子ども支援課、教育委員会と協議の場を持ち、意見交換を行っており、今後も連携

した取組を進めてまいります。 

 ５点目の松尾公園を中心とした文化ゾーンの在り方については、わたむきホール

虹や図書館、つどいのひろば「ぽけっと」など、松尾公園を含めて施設が集中した

ことで文化ゾーンが形成されたように見えますが、町として構想を持っているわけ

ではございません。今回の松尾公園の整備により、各施設と連携をして子育てしや

すい環境整備を進めてまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） ご答弁いただきました。それでは、ちょっと再質問をさせてい
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ただきます。 

 まず、１つ目のアンケート結果をどのように捉えているかの部分で、３つ再質問

をさせていただきます。少しアンケートの内容に入っていくんですけども、この４

枚でまとめさせていただいたもののほかに、かなり多くの量のご意見を頂いていま

す。同じような意見も出ていますけども、意外と的を射たようなご意見も得られて

いますし、特に今の答弁で満足度のお話がありましたが、相対評価ではないので、

これだけで端的に満足度を聞いているだけなので、去年と比べてというふうなとこ

ろはあまり指標にはしていませんが、「３」以上ということは、一定の評価は都市

公園としては頂いているのかなと思います。 

 それから、背景をお話ししますと、遊具を増やしていただいたということなんで

すが、結果、人が混雑するようになったというふうなところも指摘としてございま

すので、そういった観点も含めて、少しお聞きをしていきたいと思います。 

 １つ目、今後、重点的に整備が必要な公園の南側の池周辺について、具体的なア

ンケート結果が出ております。大きなじゃぶじゃぶ池のような水辺よりも、複数箇

所でのポップジェット式、ここら辺でいうと、竜王のアウトレットにも設置をされ

ているのかなと思いますけども、ポップジェット式への要望が多いというふうにな

っています。これを仮に設置する上でコスト面、それから維持管理の観点から、課

題などどのようなところがあるかお聞かせ下さい。 

 それから２つ目、トイレというふうなところの改善への要望も多く出ています。

特に今もトイレの中も清掃していただいているので、そんなに大きく汚いというこ

とはないんですけども、特にトイレの上に乗れたり、トイレの形状自体が現状のま

までは課題がかなり残るのかなということで、屋外にありますので、維持管理など

はかなりハードル面は高いと思いますが、やっぱりトイレというのは非常に大事や

なというふうに思っています。どんなお店であっても、トイレがしっかりと清掃さ

れていたり、きれいであると店の価値が分かるというふうなところも言われていま

す。昨年５月に、図書館において開催された日野まちつなぐ研究所さん主催のクリ

エーターズトークに参加をされた方もおられると思います。それを参考に国内の先

進事例を見てみると、施錠すると内部が見えなくなる透明トイレを筆頭として、デ

ザイン性と快適さを併せ持つ公共トイレを次々と渋谷に誕生させた「ＴＨＥ ＴＯ

ＫＹＯ ＴＯＩＬＥＴプロジェクト」、その清掃員の日常を描いた「ＰＥＲＦＥＣ

Ｔ ＤＡＹＳ」という映画がありました。世界中から注目を集めている全17か所の

トイレが、これは都市部ですけども、あります。今後の公園トイレの改善、改築と

いう部分において、他市町とか国内から注目をされるトイレが１つあるというだけ

でも、僕は大きなトピックスかなと思いますが、こういった可能性は当局してはあ

るのかないのかお聞かせいただきたいと思います。 
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 それから３つ目、中央の砂山についてのご意見も幾つかありましたし、健康器具

の設置、特にいうと水口スポーツの森のような形で幾つか連動した健康器具等も全

世代が使える、この２つです。砂山と健康器具の設置などの要望について、町の見

解はどのようなものかお聞かせを頂きたいと思います。これが大きく１つ目です。 

 それから、大きく２つ目です。松尾公園の令和６年度の整備・改善状況をお答え

いただきました。今管理をしていただいている、委託をしている会社さんと契約と

いうことになっていますけども、今後、維持管理の部分で課題となってくる部分と

いうのは、当局のほうで予想されるものはどういったものがあるかお聞かせを頂き

たいと思います。 

 それから３番、４番については、特に再質問のほうはございません。理解のほう

はできました。 

 それから⑤番、松尾公園を中心とした文化ゾーンの在り方を町としてはどのよう

に構想しているかということでお答えを頂きました。今、文化ゾーンというふうな

構想は特にはしていないというふうなところなんですが、結果として、かなり文化

的な施設がたくさん集まっております。今週も、かなり週末は注目されるのかなと

思うんですが、今の時点ではそういった構想はないと言いますが、今後、教育機関

というか、教育施設としてそういった一体化で何かプランを考えていくような可能

性があるのかどうなのか、その数点をお聞かせいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 福永議員より、再質問を頂きました。 

 まず、１点目のアンケートの結果に伴いまして、３つ質問を頂いております。 

 １点目の南側の池側の整備というところでございます。ポップジェット式の要望

が多かったということでございます。ポップジェット式のコスト的な面、維持管理

面というようなところでございます。こちらの整備につきましては、じゃぶじゃぶ

池とは違いまして、水の量も少量で済みますし、スペースも大きなサイズを造る必

要はないかと思いますし、要望やニーズに合ったような施設であるのではないかな

というふうにうちのほうも考えておりまして、大変頂いた意見は参考になるもので

あるなと思っております。しかしながら、今回のアンケートの結果の中で、今、遊

具が増えた段階でも、子どもさんの数がかなり増えたというような意見もありまし

て、池側をきれいに直して、ここにまた造ると結構人が集まってくる、集中するの

が増えるのではないかなと。アウトレットで子どもさんが遊んでいるのを見たこと

があるんですけど、やはり夏場になるとかなりの人が来られるというところもある

ので、そういうところも踏まえた中で、要望が多かったというのは事実であるかと

思いますので、基本設計の中で考えていければというふうに考えております。 

 ２点目のトイレの整備というところでございます。日頃の整備につきましては、
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週２回、維持管理いただいている業者さんが掃除とごみの回収をしていただいてお

ります。アンケートの中には、「トイレがあまりきれいではない」というような意

見も頂いておりましたので、そういうところは業者さんのほうにお伝えをして、

日々きれいに掃除いただくようにお願いをしております。 

 どのような形での計画というところで、私も映画の「ＰＥＲＦＥＣＴ ＤＡＹＳ」

は見たことがあるので、今おっしゃっていただいたトイレもどんなものかというの

は分かっております。そのような中で、松尾公園に東京のトイレが合うのかどうか

というのは、なかなか難しいところかなと。映画で出てきたトイレはすごいものや

ったので、それがどうかなというところはあるんですが、トイレにつきましては、

やはり「きれいなトイレがいい」という意見もすごくたくさん頂いておりましたの

で、そういう部分も基本設計の中で考えていきたいと思っておりますし、そのアン

ケートの中で、幼児用の小便器等、「小さい子どもさんが使えるトイレがあるよう

なトイレがいい」というようなお声が多かったと思いますので、そういう声を反映

できるような、ちょっと派手なものではないですが、小さい子どもさんが利用しや

すいようなトイレにできればというふうに思っております。今あるトイレをやり直

すかどうかというところも、基本設計の中で検討してまいりたいというふうに思っ

ております。 

 ３点目の砂山と健康器具というところでございます。砂山につきましては、今あ

る築山は雨がたくさん降りますと、どうしても表面が土になっておりますので、土

が流れてしまって深く水みちができて、溝ができるような形になりますので、危な

い状態になることがあります。そちらにつきましては、管理業者さんに、状況があ

りましたら確認いただいて修繕のほうをしていただいているところでございます

が、やはり雨が降るたびにそうなると、どうしても一度穴が空いたところは空きや

すい状態もありますので、どういう形が管理しやすいような形というか、芝を張る

とかそういうような形で対策のほうを、今回の工事に入る際には、その部分も改善

できるようにしていきたいというふうに考えております。 

 健康器具につきましては、今は２つの器具が設置されているような形でございま

す。今回こどもまんなか公園づくりの支援事業の中で、事業を取り組んでいくよう

な形になるので、この遊具の設置が対象になるかというようなところもちょっと内

容確認をしながら、検討のほうはしていきたいというふうに思っております。 

 ２点目の維持管理の課題となるところが予想される点というところでございま

す。今年度から委託契約におきましては、新しく契約のほうをさせていただいてお

りまして、３年間というような債務負担行為を取っての契約となっております。今

年度４月から新しい委託契約となっておりますので、これを発注する前に、以前、

管理されていた業者と今の業者は一緒にはなったんですけど、通常管理されていた
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課題点を聞かせていただきまして、今の状況で労務単価も上がったというようなと

ころも聞かせていただいて設計に反映させてもらった中で発注をしておりますの

で、現時点では今の契約させてもらった費用の中で、問題なく取組をしていただけ

ると考えておるところでございます。 

 ５点目の文化ゾーンとしての考えというようなところでございます。教育施設の

プランというところでございます。文化ゾーンという形でたくさんの施設がありま

すので、そういう形になってきたのかなと思うところではあるんですが、松尾公園

につきましては、幼児教育保育の在り方検討懇話会の提言の最終報告の中でも、図

書館や公共施設とともに、子どもを連れて行く場所、親同士の交流場所として活用

される場所というような形の報告がされております。ですので、こどもまんなか公

園づくり支援事業で公園の整備をすることで、松尾公園に人が集える中心の場所と

なれればいいかなというふうに考えているところです。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） ご答弁を頂きました。 

 まず、１つ目のとこで、ポップジェットに対して、今の時点でもかなり人が多い

ので、夏場はさらに混雑をするのではないかというふうなことで、これはうれしい

ことかなと思っていまして、当然無料ですので、今は物価高、それから賃金もまだ

追いついていないという状況で、やはり無料で遊べる公園にたくさんの人が来たこ

とによって、また課題も出てくるのかなと思うんです。そういったことは起きる前

からリスクアセスメントをしていくことも大事ですが、人が多く集っている、そこ

でいろんな方がコミュニケーションを取るということもまちづくりとしての１つ

大きな観点かなと思いますので、ぜひ前向きにポップジェット式のところもしっか

り研究をしていただきたいなと思っています。 

 それから、トイレのお話で１つの例を挙げさせていただいたんですけども、あく

までも渋谷に置いてあるようなデザイナーの方がされたトイレというのが松尾公

園にあるというのは、僕もあまり意味がないのかなと思っていますが、日野らしい

トイレというのが、日野町ってよさは何だというふうになると、やはり文化と歴史

かなと思いますし、そういったことを感じてもらえるトイレというのは、そんなに

費用で、デザイナーの方がというよりかは、子どもたちに対しては、ある意味教育

とはいいませんが、トイレってちょっと気が抜けるところでもあるので、意外とす

っといろんなもんが入ってくる。座ったりしたら、目の前にいろんなキャラクター

がいるとかそういったところも、コストの面もあるんですが、町民の方から面白い

トイレがあるなというふうなところだけでも、ひとついろんな検索に引っかかって

くるのかなと思ったりもしますので、日野が少しでもそういったところで注目をさ

れてほしいなというところで、いろいろ可能性をまた見ていただければなと思って
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おります。 

 中央の砂山、それから健康器具、これも予算のこともありますけども、砂山を自

転車で高学年の子が上がったりとかそういうふうなのを僕もちょっと見たことが

あるので、これは町の管理公園ですので、事故やけが等があれば、最近もあったの

かなかったのか、ちょっと分からないんですけども、あればやはり町に責任が問わ

れますので、しっかりと整備はしていただきたいなというふうなところで、これは

要望という形ですけども、させていただきたいと思います。 

 それから、最後⑤番の文化ゾーンの在り方というふうなところでお聞きをしてい

ました。当然たくさん公園の内部、それから周りの施設が充実してくればくるほど

人が増えてくるんですけども、僕はここに経済効果といいますか、休日は町外に流

れていっていた方が町外でお金を落としてというのは１回目のアンケートで、２年

前のアンケートで答えられていた方がおられたんですけども、逆に経済の面からも

人が多く集まることによって、何かそこで経済的なものが生まれないかなというふ

うなところで少し思っています。これは担当課が建設計画ですので、経済的な面と

いうのは難しいかもしれないけども、人が増えたことによって、さらに周りの施設

に道の駅というふうなのはなかなかスペース的に難しいですが、日野を少しでも知

ってもらうような施設というか、そういったものが構想として、経済的な部分も可

能性として考えられるのかどうか、これを１点だけお聞かせいただければなと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（杉本伸一君） 福永議員より、再々質問を頂きました。 

 松尾公園が新しくなることによって、そこに人がたくさん集まって経済的な効果

を生む何かが考えられないかと、何ができるのかというところです。なかなか今は

この案というのはないのが正直なところでございます。松尾公園でもキッチンカー

が来て、そこでイベントをしていただいたというようなこともあります。公園の中

ということじゃなくて、駐車場でそういうようなキッチンカーが来たというような

イベントもありましたので、そういうことも考えられるのかなというふうに思いま

す。 

 どのようなことができるかは、今回公園を整備するというところにつきましては、

子育て世代の方が集まりやすいというようなところでしますので、経済とどういう

結びつきができるかは難しいところではありますが、子育て世代の方が来られると

いうことは、子どもさんと親御さんも来られるということになりますので、そうい

うところで何ができるかは商工観光課とも協議をしながら、質問の中でほかの課と

の連携はどうかというようなこともご質問いただいておりましたので、そういうと

ころはほかの課と連携をしながら、どういう形で進めていくのか検討していければ
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と思っております。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 最後の経済のところに関しては、何か付加価値を生めないかな

と思いまして、公園内は恐らく法律等で営利目的等は規制がされていると思います

が、公園の周りを見渡してみますと、非常に有効活用できるようなスペースもある

のかなと思っておりますので、そういったところを今、商工観光と連携をというふ

うに言っていただきましたが、各課連携でこの松尾公園はいろいろ構想していって

いただくことが今後のポイントになるかなと思っておりますので、ぜひお願いをし

たいと思います。 

 もう再々々質問はできませんので、要望といいますか、私の思いをお話しさせて

いただきたいと思います。無料で誰でも使える、自由に使える都市公園の改善を住

民の皆さんの顔を浮かべながら真剣に議論し、それから改善をする町というのは、

私は温かいし、格好いい町やなというふうに思っています。アンケートに答えてい

ただいたあるお母さんが、ちょっと一言しゃべられていたというのが、うちの妻が

言っていたんですけども、これはすごく意味があって、答えがいのあるアンケート

ですねというふうに、ぽっと言ってはったというふうにお聞きしました。これは当

たり前のことなんですけども、子育て世代の皆さんもかなり真面目に町のこれから

を考えていただいている内容の答えが返ってきています。町の改善されたことをし

っかりと評価もされていますし、言うたら変わるんやなというふうに思っておられ

る方は、町の評価と一緒やと思いますので、そういったところで、中期的なテーマ

なんですけども、確実に一歩でも前進がしていけるように、執行側と力を合わせて

改善に向けてやっていきたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、第１項目めの松尾公園のテーマはこれで終わらせていただきます。 

 続きまして、一問一答でご質問をさせていただきたいと思います。参考資料は、

先ほど述べさせていただきました環境省の２つ、ロードマップとデコ活というふう

なものに書かれております。もう１つは日野町環境基本計画も少し入っていくんで

すが、明日の山本議員のところで環境基本計画等については細かく聞かれるのかな

と思いますので、私はどちらかというと、次世代エネルギーのところを中心に、今

回はお聞かせいただきたいので、一部、環境基本計画の中身も参考にさせていただ

きながら聞いていきたいと思います。 

 暮らしと環境と次の時代、第６次総合計画の柱３、安心、助け合いのくらしづく

り、政策⑥人と豊かな自然との共生、柱４、住みたくなる都市基盤づくり、政策⑧

居心地のよい都市環境の整備関連についてお聞きをいたします。 

 自然が豊かな歴史があふれるまち日野町で暮らしている私たちは、環境負荷、そ
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れから環境保全という言葉にはあまりなじみがないように思います。昨年、東京の

日本青年館で開催をされた清渓セミナーという研修会の中で、「未来の子どもたち

へ地球を引き継ぐために」のテーマの下、環境活動家の谷口たかひささんのお話を

お聞きする機会がありました。石炭発電の今、国境炭素税、再生エネルギー、ＥＶ

へのシフト、オーガニックなど多くのフレーズを耳にしました。国内を見渡してみ

ると、徳島県上勝町のリサイクル率80パーセント、生駒市の再生可能エネルギー、

真庭市のバイオマス、横浜市のブルーカーボンなど先進的な自治体も多く見られま

す。この講習の中では、真庭市長さんが来られていまして、バイオマスの取組を発

表されておられました。 

 私自身も、20年ほど前から様々な環境活動、石油問題等について興味を持って生

活をしてきました。特に2003年から活動されている「ａｐ ｂａｎｋ（一般社団法

人ＡＰバンク、小林武史氏、桜井和寿氏、坂本龍一氏）」の取組を通じて、社会の

在り方を模索するようになりました。 

 滋賀県を見てみると、石けん運動や様々な環境活動を通じた琵琶湖システムの構

築、気候変動と生物多様性への取組も行われています。世界は国境をまたぐ大気や

海洋の汚染、地球温暖化による気候変動など、グローバルな環境問題に直面してい

ます。地球規模の環境問題であっても、解決の糸口は私たち一人ひとりの生活の中

にあるように思っています。その生活の一番近いところで、国の方針や政策を取り

入れながら住民とともに環境問題に取り組んでいくのが地方自治体です。次の時代

を生きる現在の子どもたちに希望を持って安心して暮らしてもらうために、私たち

が今具体的な議論を交わす必要があります。 

 昨年12月議会で取り上げたＳＤＧｓへの向き合い方も含めて、地域住民、行政、

関係機関はどのように関わり、生活の中でどのような役割を果たせばよいのか。行

政と議会だけではなく、住民の皆さんと今まで以上に危機感を共有し、より連帯を

深めるために、中期的な環境対策についてのお考えを一問一答でお聞きいたします。 

 まず１つ目、日野町環境基本計画策定の経緯と、この間の委員会での議論で重要

なポイントはどのような内容がありましたかお聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） ただいま福永議員から、暮らしと環境と次の時代

というところで、日野町環境基本計画の経過と、この間の委員会での議論のポイン

トはどこかというところでご質問を頂きました。 

 まず、環境基本計画の策定の経過についてでございますが、日野町エコライフ推

進協議会、こちらの協議会の活動の中で、環境への取組の指針となります計画が本

町にないことから、その必要性が論じられまして、それを機に、令和３年度に環境

学習会を開催し、令和４年度に準備会を７回行い、また現状と課題の把握、また住
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民意識調査が必要というところで、その調査の内容について検討を行ってきたとこ

ろです。その後、令和５年度に町民意識調査などの結果を取りまとめさせていただ

くとともに、令和６年度にかけて、日野町環境計画策定委員会を13回開催させてい

ただき、計画のほうを取りまとめていただきました。この策定委員会では、環境施

策を通じて町が抱える様々な課題を解決することに主眼を置きながら、次世代の子

どもたちに日野町の豊かな町を継承していくというところ、また取り組むべき施策

を検討いただきましたが、ポイントとして国際社会の共通であるＳＤＧｓのゴール

の達成に寄与することについて議論いただいたというところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 答弁いただきました。 

 今、ＳＤＧｓという言葉が出てきたんですけども、この策定委員会の中でたくさ

んの議論が行われてきたと思います。その中で、これが計画に反映をされているの

かなと思うんですが、ちょっと私がここを見させていただいていて、今後、一番強

化しなければならない分野、日野町が置かれている内容の中で、それから日野町だ

けではなく、国際的に求められている課題の中で今後強化をしていかなければなら

ない部分で、緊急性が高い項目というのはどういったものがあったのかお聞かせい

ただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） この議論の中で緊急性が高いものというところで

ございますけども、今までの環境施策というのは基本的には生活に密着した環境施

策を進めてきました。１番の水質保全など、自然環境の部分も町として取り組んで

きたところでございます。ただ、そうした中で昨今の環境分野では地球環境、ＳＤ

Ｇｓにも関連するんですが、そこも意識しながら生物多様性の保存も図りながらや

っていくというところで、一番に近々に行わないといけないのは、やはり町内で活

躍されている様々な団体さん、また町民さん、企業さんとも連携するところの基盤

をつくっていくところが一番最初に取り組んでいくべきところかなというふうに

考えております。その基盤をつくった後に各種施策を連携しながら進めていくとこ

ろが必要かなというふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 今、生活に密着した部分をやってきたんだけども、地球環境も

考えながら今後は打っていかなければならないということで、今の時点では町内で

その分野にたけておられる方や団体の方も、それぞれ歴史とともにたくさんの活動

をされてきた団体もあると思います。ただ、今後強化をしなければならない部分が

ある中で、活躍をされている分野も環境という１つの項目ですが、かなりいろんな

多岐にわたって個人の活動を、私も知っておる方で、一生懸命やっていただいてい
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る方もおられますし、団体として石けん運動とかいろんな活動をされてきた方もお

られます。それが一定集まっていただいて策定されたのが、この環境基本計画とい

うふうな認識でよろしいんですかね。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） この環境基本計画をつくるにあたりまして、策定

委員会のほうなんですけども、従来、日野町内で活動されていましたエコライフ推

進協議会の委員の方々はもちろんでございます。この協議会については、ごみの減

量とかリサイクルの問題、河川とか琵琶湖の水質を守るという活動を従前からいた

だいていたところでございます。それに加えまして、今回の策定委員会でございま

すけども、例えば今まで町であまり取組ができてこなかった生物多様性の部分で取

組をされている専門家の方に入っていただいたり、そのほかにも森林の保全という

ところで、森林組合さんなどそういった団体さんにも入っていただいたり、そうい

ったところで取組の輪を広げるといいますか、これまでの環境分野から、一方広い

部分で検討いただく委員さんが参画いただいて、計画をまとめていただいたという

ところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 今、ご説明いただきました。 

 この委員さんの名前も、どういうふうな経緯でというのも書かせていただいて、

ほとんど私も知っておる方で、今までの活動というのが、顕著な活動を長年にわた

りやってきていただいた先輩方が多いかなと思いますけども、課題として、やっぱ

り私たち世代があと10年、20年、30年というふうに、子どもたちに責任を持って暮

らしていかなければならないかなというふうな責任感も感じていますので、そうい

ったところで、今後町民さんから、この策定委員会がきっかけにはなるけれども、

いろんな意見を頂くような場をぜひ設定していただければなというふうに思って

いますので、１項目めはこれで終わらせていただきたいと思います。 

 続きまして、大きく２つ目なんですけども、ちょっと大きい話なんですが、国内、

それから県内の環境問題の取組、特に項目としては、次世代エネルギー分野を現在

当局はどのように捉えているかお聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 次のところでございますけども、次世代エネルギ

ー、新エネルギーとも言いますけども、そこをどう捉えているかというところでご

ざいます。 

 大きくは、国のほうでもこちらのほうの施策を進めようとされているところでご

ざいまして、国のエネルギー基本計画を策定されまして、脱炭素の実現に向けて、

特に新しいエネルギーというところでは水素の分野に力を入れていくということ
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で、国のほうも施策を立てられたというところでございます。 

 当町のほうでございますけども、この水素の取組は、やはり最先端の取組なので、

なかなかすぐに取り組めるというものでございませんので、当町の取組としまして

は、この環境基本計画の中では様々な主体、先ほど申し上げました、町民さんです

とか事業者さん、また行政、それぞれの主体が取り組んでいくという計画になって

ございます。そういった観点からいきますと、再生可能エネルギーの推進でござい

ますけども、まずは町民さん向けには、今現在、住宅リフォーム制度の中でも太陽

光システムの補助がございますので、それを積極的に活用いただけるように啓発を

図っていただきますのと、事業者さん向けには、滋賀県のほうで事業者さん向けの

こういった再生可能エネルギーの導入に向けた補助等が準備されていますので、そ

ちらを情報提供していきまして、できるところから取り上げていく必要があるかと

いうふうに思います。 

 あと、町としましては、公共施設のＬＥＤ化を図って省エネもやっていきたいと

ころでございますし、新たに公共施設を建築する場合に、再生可能エネルギーを可

能な限り取り入れた建築というのも検討していく必要があるかというふうに考え

ているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 国内・県内の環境問題の取組ということでお聞かせいただきま

した。 

 幾つかあるんですけども、滋賀県の施策としまして、令和４年に策定をされたＣ

Ｏ２ネットゼロ社会づくり推進計画について、当町はどのように関わり取り組んで

こられたかということで、恐らく日野地区運営協議会さんがＣＯ２ネットゼロまち

づくりというふうなところで環境保全活動をパートナーシップで行われたという

ことも、この環境基本計画に書いていただいていますし、これ以外にＣＯ２ネット

ゼロ社会づくり推進計画に関わっているような団体というのはございますでしょ

うか。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 私の存じ上げている範囲では、おられないという

ふうに認識しています。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） ほかは、今のところはまだちょっとめどが立っていないという

ところなんですけども、ちょっと観点を変えまして、昨年12月に取り上げさせてい

ただいたＳＤＧｓというのがあったんですけども、滋賀県独自のＭＬＧｓ（マザー

レイクゴールズ）は、琵琶湖を切り口とした2030年の持続可能性社会へ向けたゴー

ルですということで、滋賀県版ＳＤＧｓというふうなことかなと思いますが、この
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ＭＬＧｓというものは、県が推奨している13のゴールを設定しているんですが、具

体的に当町はこれとどういった関わりがある事業があるのか、もし具体的に二、三

あれば教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 県のマザーレイクゴールズ、通称ＭＬＧｓでござ

いますが、町との関わりでございます。 

 具体のところでございますけども、例えばこの中で「びわ湖の日」ということで、

琵琶湖を守ることが決められていますけども、従来から琵琶湖の水環境を守るため

の活動は当町でも行っていますし、このＭＬＧｓの基本的な考え方でございますけ

ども、やはり国の環境基本計画とも共通するんですが、環境を切り口に経済と社会

活動、これらを全てよい状態に持っていくという同じ方向性の計画かなというふう

に考えておりますので、先ほど一例を挙げたわけでございますが、これらの計画と

町の施策と関連する部分については、今後さらに調整を図っていく必要があるのか

なというふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 今、マザーレイクゴールズについてお聞かせいただきました。 

 生活している中で、それも国や県から下りてきたような施策とか計画を町も同じ

ように足並みをそろえてというところで、町はその中に暮らしておられる住民さん

が一番近くにおられますので、僕も今ちょっとお聞きをしていて、個人がどういう

ふうな活動をしたらいいのかなみたいなところを、分かりやすく消化をしてかみ砕

いていただくのが当局の役割でもあるのかなと思いますので、それがこの環境基本

計画日野町版の中には少し見えてあるかなと思いますので、より周知をしていただ

きたいなというふうに思っております。 

 それから、大きく３つ目の質問に行きたいと思います。少し今、課長のほうから

も紹介がありましたけれども、現時点で当町（各種団体含む）が実行している、も

しくは過去に実行した環境対策で効果があったなと思われるようなものはどんな

ものがあるか、二、三お聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） これまでの取組で効果があったところでございま

す。先ほどと少し重複する部分もございますが、まずは当町はこれまでから公害対

策を中心に環境施策を推進してきたわけでございます。その中で水環境の保全とい

うところで、河川、琵琶湖の保全につながる活動、またごみの減量に取り組んでき

たところです。議員も先ほど少し触れていただきましたけれども、石けん運動が昭

和50年代にあったかと思うんですが、町民の方が主体になって取り組まれてきた活

動でございます。当町におきましては、その活動を継承する形で日野町エコライフ
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推進協議会、こちらの協議会を中心に環境美化や環境保全が今も続いているという

ところが大きな特徴かなというふうに思います。 

 それと、先ほど少し議員に触れていただきました、協議会だけではなくて、例え

ば日野町地域女性団体連合会さん、この団体さんが生ごみの堆肥化モデル事業に取

り組まれていたり、また自治会とか各種団体が資源の回収をされて、わたむきの里

さんもエコドームで資源回収をされていますし、先ほどマザーレイクゴールズの関

係で触れていただきました日野地区運営協議会の中でも、しがＣＯ２ネットゼロま

ちづくり事業など、身近なところでいろんな団体さんが活動いただいております。

こういった団体さんが身近なところで活動いただいているというところが、町民さ

んの環境意識の向上につながっているというふうに考えているところでございま

す。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 今、お答えを頂きました。 

 住民活動というか、住民運動がやはり日野町は非常に強いので、草の根の活動を

長いこと、日野町は先輩方がやってきていただいたというところは、非常に私もあ

りがたいことだなというふうに思っております。 

 ただ一方で、もう１つお聞きをしたいんですけども、企業とか官民連携というと

ころでは、一昨年、資源循環に取り組むとともに、カーボンニュートラルの推進、

それから持続可能な社会の構築に寄与することで、豊田通商さん、それから豊通ペ

ットリサイクルシステムズさんの水源涵養、サントリーグループさんの使用済みの

ペットボトルの水平リサイクルの協定等、脱炭素社会の実現に向けて協定を締結さ

れたということですけども、これ以外に、わたむきの里さんとかは少し出たんです

が、企業というところで、今、企業誘致も町長も含めてされています。単なる企業

誘致というよりかは、環境に特化をしたようなところで官民が連携している事例と

いうのを大きな規模でもよろしいですので、お聞かせいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 今、触れていただきましたペットボトルの水平リ

サイクル以外の部分で、企業さんとの取組でございます。 

 私が承知していますのは、東洋アルミニウムさんが鎌掛、サントリーさんが音羽

地先で森林保全の活動を頂いていまして、少しお話を聞いたところによると、森林

を守っていくのに、しゃくなげ渓の遊歩道をきれいにしたり、子どもさんが環境を

学ぶ場としてその森林を活用いただいているというところを承知しているところ

でございます。こういった取組は、今後この計画を推進していくにあたって、いろ

んなつながりができればいいなというふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 
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２番（福永晃仁君） 大きな町ではないので、そういったところで１つずつ取組を企

業とともに進められていることは理解ができました。もう少し住民さんの目線に落

としてみますと、参考資料にあります環境省のデコ活と呼ばれるものを、私もあん

まり意識したことはなかったんですが、デコ活の中身は、脱炭素（Ｄｅｃａｒｂｏ

ｎｉｚａｔｉｏｎ）と二酸化炭素（ＣＯ２）の意味とＥｃｏを掛け合わせたデコ活

で、「くらしの中のエコろがけ」という環境省も推奨をされているものを環境基本

計画で町にも載せていただいています。これが恐らく住民個々ができる、例えば私

でありますと太陽光を家にローンで組んで載せさせてもらったとか、公用車等の電

気自動車等の登用もこれから出てくるかなと思います。やはり各個人の活動とか努

力が積み重なって、こういった問題を解決していくんだと思うんですが、例えば住

民さんがどれぐらい太陽光でありますとか、いろんなものの環境改善をされている

のか、町としては現時点で住民さんの生活の中のエコ度というのを何か把握するす

べというのはあるんでしょうかお聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） ここで、本日の会議時間は、議事の都合によりまして、あらか

じめ延長いたしますので、ご了承いただきたいと思います。 

 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） ただいまご質問いただいたのは、先ほど企業さん

の話もありましたけど、住民の皆さんが環境に配慮したデコ活で書かれていますよ

うに、いろんな身近なところから取り組むというのはすごく大切な視点と思ってお

ります。そういった中でご質問いただいたのは、太陽光発電が今どれぐらい町の中

で普及しているかと。そこをどうやって捉えていくのかというところでよろしかっ

たでしょうか。捉え方なんですけども、まず先ほど経過のところで少し触れさせて

いただいたんですが、日野町環境基本計画を策定するにあたって、アンケート調査

を実施させていただいております。この設問の中で、ご自宅で取り組んでいること

について、該当するところに丸をつけて下さいというところで、その１つの設問の

中に太陽光発電などの再生可能エネルギーの設置をされている方の回答を頂いて

おりまして、これが設置済みというところが17.9パーセントでございます。このア

ンケートなんですけども、ちょっと毎年取るというのはなかなか難しいので、最終

計画を仕上げる年の前年にまたアンケートを実施して、その経過を捉えていく必要

があると考えておりますのと、あともう１点は、資源エネルギー庁のホームページ、

こちらのほうで市町村別に太陽光の導入件数が公開をされております。ただ、これ

を各家庭でとなるとなかなか難しくて、発電量ごとに何件ありますという集計がさ

れていますので、それが家庭なのか、企業さんで設置されたのか、そこまで分析が

できません。10キロワット以下を家庭とすると算定も可能かなとは思いますが、一

度仮でやってみましたら、先ほどのアンケートと似通った数字であったというとこ
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ろでございました。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 全戸調査みたいなものは、国勢調査が大変なご苦労でされてい

るというのもありますし、なかなか民というか、各個の持ち物でもあるので難しい

んですが、果たして課題をどこに設定していこうかなと思うと、非常に分かりにく

くなるので、今の日野町の現状がどうかなというところも考えてみたいなと思って

質問をさせていただいたところです。 

 太陽光の話にしてみますと、ＦＩＴと呼ばれる固定買取価格からＦＩＰ（フィー

ドインプレミアム）というものが、2022年４月から始まっているかなと思うんです

が、国のデータと町の環境基本計画で少し見てみますと、令和５年度で36万1,721

キロワットアワーということで、対消費電力ＦＩＴ導入費で18.5パーセントが日野

町ということになっています。国全体を大体統計で見てみると、令和４年度の時点

で21.7パーセントというふうなことで、約３パーセントほどはもう１年たっている

ということで、企業なのか、個人宅なのかというのが分かりにくいところなんです

が、少し企業が少ないのかもしれないなというふうな感覚は周り見ていても、特に

新しく来られた方は太陽光等を設置されているのが結構多いかなと思います。企業

等へのそういった働きかけを今もしていただいていますけども、企業誘致の中でも、

町長等も含めて視野に入れていただければなというふうに思っています。 

 また、次の質問なんですけども、例えばこの次世代エネルギー、新エネルギーと

いうふうな分野で新しい公園づくりとか保育・教育施設づくりがこれから計画をさ

れています。そういった観点で、改修等において脱炭素の観点から、新技術は当然

コストがかかります、既存の技術より。新技術に投資する予定などはあるかないか

をお聞かせいただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 交通環境政策課長。 

交通環境政策課長（小島 勝君） 先ほども少し答弁させていただいたんですが、公

共施設の省エネ化といいますか、再エネの導入でございます。基本的には、検討し

ていくべきものというふうに考えております。個別に公園と幼児施設について聞い

ていただきましたが、公園については今新たに造るというものではございませんの

で、今あるものを取り壊してやるというのは経費的な面から難しい部分もあるかな

と思うんですが、新しい幼児施設を建てるにあたっては、先ほども申し上げたとお

り、省エネの設備を入れられるかどうかというのも、経費面も含めて検討をしてい

ければなというふうに考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 今、課長からご答弁ありました。 

 当然コストということが一番大きな構造物等ではあると思うんですが、地球環境
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とか再生エネルギーとかのところでネックになっているのはコストです。既存のコ

ストよりも高くなるというところに投資をされているところは、恐らく環境先進自

治体かなというふうに思っています。日野町の今の財政規模の中で、どれぐらいそ

こを考えられるのかというとこがあるんですが、町長を含めて持続可能な日野町と

言われていますので、ぜひそういったところへの投資というのも、先行投資として

視野に入れていただければなと思いますので、お願いします。 

 それから次に、大きく４つ目です。副町長に少しお聞きをしたいんですけども、

今も議論してきました環境問題対策における日野町の強みと、あとはウィークポイ

ントの弱みはどのような部分かお聞かせいただきたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 副町長。 

副町長（安田尚司君） まず、環境問題を解決するためには、先ほどから話がありま

すように、それぞれ１人ずつが環境を守るということをしっかり考えるということ

になるわけですが、それを行動して活動の輪を広げていくことが大切でございます

ので、そうした意味では日野町も、先ほどもありましたように、自ら率先していろ

んな環境に係る取組をたくさんのグループ、団体にしていただいています。そうし

た様々な主体同士の連携と協働を図るということからいえば、その礎があるんだな

ということがまず大きな強みかなというふうに考えております。一方で、こうした

活動を持続的なものにしようとするならば、次代を担う次の若い世代にこの力を生

かしていくということが必要になってくるわけでございますが、そこを若い世代に

もっと環境問題に関心を持ってもらえるようなこうした働きかけ、そういう部分も

含めてまだ不足していると。その辺がちょっと弱みになっているんじゃないかなと

いうふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 副町長から答弁いただきました。 

 私も同じかなというふうに思っています。今、課長にたくさんの住民活動の事例

を挙げていただきましたので、そういったところの強みを生かしていく取組を自治

体のほうが推進していくということが大事かなというふうに思います。 

 それでは、最後に町長にちょっとお聞きをしたいと思います。大きな問題なんで

すけども、環境問題というふうな観点において、「未来を生きる子どもたちに責任

が持てるまち 日野町」というものを町長はどのように考えておられるかお聞かせ

下さい。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 環境問題をテーマに論じていただきまして、ありがとうござい

ます。子どもたちに環境やこの町を受け継ぐということですけれども、よく私は歴

史・文化の観点から子どもたちに誇りをという話をしておりますけれども、そうい
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った先人の皆様がこの日野町に住み、ここで生活をし、ここで業をやっていこうと

思ったその前提には、この自然環境と気候と地形があるわけでございまして、これ

も日野の誇りをつくる重要な構成要素の１つがこの場所であって、地形とか自然環

境であるというふうに根本的に思っております。 

 今、ちょっと話は変わりますけれど、田舎体験で都会から生徒の皆さんがたくさ

んお越しいただいていて、私もご挨拶する機会が多いんですけれども、そこで昨日

お出会いした、名古屋からお越しいただいた校長先生に聞くと、去年もお越しいた

だいて、去年活用した子どもに進路の面談をしたら、中学３年の中で一番何が思い

出に残ったかというと、日野の田舎体験やと言うてくれやったんですって。何かと

いうと、現物の蛍をほんまに見たと。もう感動で震えたと、都会の子どもが言った

んです。我々からしたら、それは多少夏になったらおるわな、田んぼへ行ったらお

るわなぐらいの感覚かもしれないですけど。それがいかに希少なもので、この日野

町にとって大事なものであるか、次世代にもやっぱりこういうことを残していかな

あかんなと改めて思った次第でございます。 

 そういった中で、当町では環境基本計画は今までなかったわけでございますので、

４年間かけて、多くの町民の皆様にお力添えを頂いて、ようやく完成を見て、それ

を基に、行政のトップダウンで形だけの何かバッジをつけたらそれで終わりとかじ

ゃなくて、本当にこれまでご尽力いただいている町民の皆様、地に足のついた活動

を頂いている皆様が大勢おられるので、そういった方々と手を携えて一歩一歩積み

上げていけるような環境施策をやっていきたいと、新たにそういった思いに至って

いるところでございますので、引き続き様々な観点からご意見やご協力を頂ければ

と思います。 

議長（杉浦和人君） 福永晃仁君。 

２番（福永晃仁君） 課長、副町長、町長から答弁を頂きました。 

 今、町長が言っておられることは確かやなと思っています。私たちは特にずっと

日野に暮らしていますので、ありがたいんだろうなと思うことに気づかずに過ごし

ていることがありますし、それを自分たちの子どもたちが同じ年になったときにあ

るかといえば、これは難しいのかもしれないなというのが、30年、40年という規模

で危機感を増しています。今すぐに誰かの力でとか、一自治体の力で何かできると

は思わないんですが、そういった進取の気性がある日野町だからこそ、やはり次世

代の環境に関してもしっかりとやっている、それであって歴史ある日野町というと

ころは、私はすごく評価していける部分かなと思うので、日野町のよさにつかって

しまわないようにして、歴史がある町だけども、最先端の技術も取り入れていると

いうふうなところである必要があるかなと思いますので、今回の質問をさせていた

だきました。引き続き、協力をしてやっていきたいと思います。 
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 これで私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） 次に、１番、錦戸由佳君。 

１番（錦戸由佳君） １番、錦戸由佳でございます。本日最終となりました。皆様、

お疲れが出ているところだと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、通告書に基づきまして、私からは大きく２点、日野町子育て情報発信

ツール公式ＬＩＮＥ「ひのこどもタウン」の活用状況についてから３点、日野町の

人口減少・少子化対策についてから２点、順次質問いたします。 

 １点目、日野町子育て情報発信ツール公式ＬＩＮＥ「ひのこどもタウン」の活用

状況について。執行側、議員の皆さんでも登録されているかも分かりません。ご存

じの方もあると思いますが、日野町では新規事業として、2025年５月より公式ＬＩ

ＮＥを開設いたしました。これまでの紙ベースの情報資料や「日野め～る」に加え、

子育て世代へ特化した情報発信ツールとしての活用が期待されます。この「ひのこ

どもタウン」についてご質問させていただきます。 

 １点目、「ひのこどもタウン」を発信するにあたって、対象となる子どもの年齢

は、ゼロから５歳の未就学児です。この限られた範囲の対象となった理由はありま

すでしょうか。また、これまでの「日野め～る」などから発信していた情報とは違

うものなのでしょうか。送信される情報が重複してしまいブロックされるおそれや、

逆に登録漏れから、欲しい情報が手に届かないなどの懸念はないでしょうか。 

 ２点目、公式ＬＩＮＥ開設にあたり、町役場内での連携、認識はどうなっていま

すでしょうか。主に担当する子ども支援課、担当職員の負担増にはなっていないで

しょうか。この１か月の発信状況を見ていますと、６件の情報が発信されています。

イベント案内やガイドブック発行のお知らせなどですが、発信量や内容など、今後

の展望はどのようになっていますでしょうか。 

 ３点目、これまでの情報では、問合せ先などの記載や申込みメールのアドレスな

ど、決められた情報にのみ活用できる連絡先の記載しかありませんでした。これで

は何か情報を知りたいときに使いにくいと感じられます。例えば、リッチメニュー

に役場ホームページのリンクを貼り付けることや、月間のイベント予定などを更新

していくなど、「ひのこどもタウン」を子育て情報の入り口にすることで、利便性

や必要性を上げることを提案いたします。 

 以上、３点についてよろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） １番、錦戸由佳君の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 町長。 

町長（堀江和博君） 日野町子育て情報発信ツール公式ＬＩＮＥ「ひのこどもタウン」

の活用状況についてご質問を頂きました。 

 １点目の対象年齢の範囲等についてですが、まず今回、子育てガイドブックの見
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直しを図り、作成部数も増やし、子育て世帯の目に触れる機会を増やしました。し

かし、イベント開催の情報発信などはタイミングを逃すと手に入りづらく、ホーム

ページだけでは発信に気づきにくいケースもありました。そこで、子育て世帯にタ

イムリーな情報が画像等を交えて受け取れ、申込みサイトのリンクも貼りやすいＬ

ＩＮＥによる情報発信が効果的な手段と考え、日野町子育て公式ＬＩＮＥ「ひのこ

どもタウン」を開始いたしました。子育てガイドブックのオンライン化をイメージ

し、未就学児を対象とする子育て支援事業の情報を発信することとしています。対

象年齢を絞ることで、対象者に有益な情報が届くこと、関心のない情報発信が続き、

ブロックされることを避け、継続して情報を受け取っていただくことを重視してお

ります。 

 ２点目の役場内での連携等については、公式ＬＩＮＥ開始にあたり、役場内にお

いて周知をしております。子育て支援に関わる関係課とＬＩＮＥの活用について協

議し、連携を図るよう努めております。また、担当課にてＬＩＮＥのよさや便利さ

を活用し、発信内容を精査・確認して、よりよい情報発信に心がけ、効果的な運用

ができるよう努めてまいります。今後は、地域の子育てサロンの活動や、つどいの

ひろば「ぽけっと」の活動の様子が具体的に分かるような情報発信などを検討して

おります。 

 ３点目の利便性の向上などについて、町のホームページのリンクについては、対

象者への見やすさも考慮しながら、工夫した対応を心がけていきたいと考えており

ます。子育てに関するイベント予定などはホームページとリンクし、更新時におい

ても反映され、利用者にできるだけスピーディーに必要な情報が得られるよう工夫

しております。 

議長（杉浦和人君） 錦戸由佳君。 

１番（錦戸由佳君） それでは、ご答弁いただいた内容について再質問させていただ

きます。 

 １点目の質問から２点お聞きいたします。「日野め～る」の内容は10項目に分か

れてそれぞれ発信されており、この中で未就学児のいる子育て世代に関係するもの

はどのくらいあるのでしょうか。全ての項目とは言えませんが、かなりの数が対象

となってくるのではないでしょうか。今後「日野め～る」との差別化はどのように

されるのでしょうか。 

 ２点目、ブロックされることを避けるとのことですが、重複しなければ、まずは

様々な情報を発信することが大切だと思います。関心のない情報というのは、それ

ぞれ受け取る側によって変わってくることなので、ブロックされることを避けてい

ては何も変わらないのではないでしょうか。受け取る側の関心がある内容がどのよ

うなものなのか、リサーチなどはされていますでしょうか。また、されていないの
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であれば、今後される予定はあるのでしょうか。 

 ２点目の質問から、１点お伺いいたします。役場内においても関係課と連携を取

りながら進めて下さっているので大変安心しております。役場内において周知され

ているということは、今後は子育て世代へ向けてどのように登録者数を増やすアピ

ールをされる予定でしょうか。例えば、子ども支援課をもっと身近に感じてもらえ

るように、課長自らが先頭を切って、窓口で待つだけではなく住民さんのところへ

出向いたり、また公式ＬＩＮＥのＱＲコードをプリントしたものを皆様のところに

持って行き、説明をし登録を募ったり、子ども支援課の窓口に子ども支援課らしく、

かわいらしい装飾をするなどは検討されていませんでしょうか。 

 ３点目の質問から１点、今後工夫した対応をするとのことですが、例えば親子の

ための相談ＬＩＮＥやＳＮＳ相談システムなどにすぐアクセスができたり、♯8000

番のように緊急時の必要な連絡先にすぐつなぐことができたり、広報ひのの裏面に

載せる子どもの写真の申込みのリンクがすぐにアクセスできたり、その写真がまた

見れたり、各種の手続のオンライン申請などができるようになど、このツールを使

って様々なことがこれ１つでできるようなものになってほしいと思っていますが、

町としてはいかがお考えでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 子ども支援課長。 

子ども支援課長（森弘一郎君） 今、錦戸議員から再質問いただきました。 

 今回、５月からスタートしました公式ＬＩＮＥ「ひのこどもタウン」ということ

でございます。今回５月からということで、なかなか始めたところで、担当の子ど

も支援課のほうも職員が全員一丸となって、いろいろああだこうだ言いながら、本

当に子育て世帯によりよい情報を届けたいという思いをまとめながら、今回の情報

発信を関係課とも調整しながら実施をしているところでございます。 

 まずは、質問の中で「日野め～る」との差別化ということでございまして、現在、

「日野め～る」の発信もしながら、ホームページも掲載しながら、そして今回の「ひ

のこどもタウン」での情報発信、ＬＩＮＥでの発信ということで、同時並行で動か

してもらっていまして、今後いろいろ時期を見ながらとか、情報をいろいろ区分け

しながら対応を検討していかなあかんなということも内部で話しております。ただ、

これからということで、現在も同時進行で進めていく中で検討を進めていきたいな

というふうに思っているところでございます。 

 そしてまた、ブロックを恐れていては情報発信できないでということでございま

して、おっしゃるとおりやと思います。先ほど町長答弁の中にもありましたように、

今回これは子ども支援課のほうで、ゼロから５歳の未就学児を対象とした情報発信

を心がけておりまして、その取りまとめを子ども支援課のほうですると。これにつ

いては、ＬＩＮＥの取決めの中で、毎月の情報発信数に制限がございます。そこの
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制限をしっかりと子ども支援課で把握しながら情報発信をしていかないと、本当に

必要な情報が今月はもう送れないというような状況もございますので、そういった

点から、子ども支援課のほうで各課連携しながら、情報発信のタイミングも見極め

ながら対応していきたいというふうに考えておりますので、なるべく議員おっしゃ

るとおり、有益な情報発信をしていかなあかんということは頭に置いて、本当に工

夫しながら対応を考えていくということで思っております。 

 そして、２点目のほうです。登録者数をどうしたら増やしていけるのかという方

策です。議員おっしゃってもらったように、私のほうが前に出て住民さんにも公式

ＬＩＮＥの二次元コードを表示したりとか、職員さんのほうでいろんな住民さんの

前へ出ていってというようなことも、本当にいいアイデアだというふうに思うんで

すけども、在園児のほうにつきましては、保護者さん宛てに全園児を対象にチラシ

を配らせてもらいまして、今回こういったサービスを始めましたなどと周知させて

もらっていますし、まだまだちょっと足りないかもしれませんが、ホームページな

ど、「日野め～る」でも周知をさせてもらっています。いろんなユニークなアイデ

アも頂きましたけども、そういったことも踏まえながら、子ども支援課職員、庁舎

内もそうなんですけど、今回は前向きに子育ての施策について、全職員が一丸とな

って進めて、子育て世代に対応していこうというふうに思っていますので、本当に

前向きな取組をまた今後検討してまいりたいというふうに思っております。 

 ３つ目の質問につきましては、いろんなＬＩＮＥの活用方法というのは本当に幅

広くございます。他府県ではＬＩＮＥのＡＩチャット機能を使って、シンプルな子

育ての悩みにＡＩを使って回答されたり、それが24時間、そういう対応をされてい

るところもあるというふうに聞いておりますし、本当に便利なＳＮＳの活用という

ことは把握をしているんですけども、先ほども言いましたように、今始まったとこ

ろで、職員の負担というのはあれなんですけども、体制も含めながら、今後様々な

ＬＩＮＥの活用ということも広がりますので、しっかりとその辺を見極めながら、

日野町の子ども支援課がどこまでするかということを検討してまいりたいと思っ

ているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 錦戸由佳君。 

１番（錦戸由佳君） 新しい事業ですので、これから半年後、１年後にはすばらしい

事業だと住民様、子育て世代から思っていただけるように、私も子育て世代の代表

として、いろいろと協力もできることがあれば一緒にさせていただけたらうれしく

思っております。引き続き、公式ＬＩＮＥが皆さんに広がりますように、どうぞよ

ろしくお願いいたします。これで１点目の質問は終わらせていただきます。 

 続いての質問に移ります。２つ目、日野町の人口減・少子化対策について。 

 日野町では、令和６年４月にこども家庭相談センターの設置、さらに同年５月に
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は少子化対策・子ども未来戦略会議を立ち上げ、未来の日野町のために行政の動き

が活発になってきたと感じております。しかしながら、歯止めの利かない人口減・

少子化に、今後町としてどのように取り組んでいくかをお伺いいたします。 

 １点目、少子化対策・子ども未来戦略会議が立ち上がり１年がたちました。この

１年での成果や進捗状況はどのようになっていますでしょうか。本年度の予算にも

新規事業が幾つかございます。この中に、子ども未来戦略会議を経て出された事業

はありますでしょうか。 

 ２点目、少子化対策には、教育環境の充実が欠かせないものであると、今まさに

子育てを行っている当事者目線から申し上げます。その点、日野町の事業には、教

育に特化した事業が少ないのではないかないかと感じますが、いかがでしょうか。

限られた予算の中でできることは多くないですが、日野町で子育てをすれば、こん

なメリットがあるとアピールできることを行政、町民の皆様とともに町全体でつく

っていくことはできないでしょうか。今これだと言えるものはありませんが、ほか

の自治体で成功した例を参考にするなど、できることはあるはずですので、ぜひと

もご検討いただくことをお願いしたいと思います。 

 以上の２点について、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 日野町の人口減および少子化対策についてご質問を頂きました。 

 １点目の戦略会議を経て出された事業については、令和７年３月議会の際の資料

として提示させていただきました、令和７年２月25日付、少子化対策・子育て支援

施策の中の新規および拡充と記載がある事業がそれに当たるものでございます。先

ほどのＬＩＮＥを活用した子育て情報の発信や、動くみんなの食堂プロジェクト事

業、また都市公園の充実を図る取組など多数ございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） 次に、子育てや教育のアピールという点で、日野町の特色と

しまして、まず子どもと地域の皆さんのつながりが非常に深く、学校の授業や行事

をはじめ、たくさんの地域の方が子どもと関わって下さっていることだと言えます。

また、具体的な事業では、各地区の公民館での行事や、少年少女スポーツ教室やカ

ルチャー教室の取組、さらにはポジティブな行動支援の取組など、町ぐるみで子ど

もを育む取組、また学校給食事業では、地場産品や有機米の使用など、生産者や調

理員の顔が見える特色のある取組などが上げられると思っています。さらに、令和

５年度から、町内全ての学校でコミュニティースクールを導入し、より地域ととも

に学ぶ学校を意識した学校運営にも取り組んでいるところです。このことは、地域

のいろんな大人が子どもたちの学びに関わり、子どもたちは日野町のすばらしさを

知り、郷土に誇りを持つ、このことが「ＨＩＮＯ ＰＲＩＤＥ」の醸成にもつなが
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っており、町外にも自慢できるものであると考えています。まずは、このような取

組を日野町の皆さんに知っていただき、日野町に誇りと愛着を持っていただき、子

どもたちに日野町のよさを伝えていただくことが大切だと考えています。日野町で

子育てをしたいと思っていただけるよう、町外への発信につきましては役場組織ぐ

るみで連携をしながら、効果的な情報発信に努めてまいりたいと考えています。 

議長（杉浦和人君） 錦戸由佳君。 

１番（錦戸由佳君） それでは、ご答弁いただいた内容について再質問させていただ

きます。 

 １点目の質問から３点お聞きいたします。 

 １点目、こども家庭相談センターについて、少し教えていただきたいです。こど

も家庭相談センターというのは、どこにあるのでしょうか。それはどのようなこと

をされている場所なのでしょうか。こども家庭センターという名称ですが、他市町

では通称として、地域によってはポコ・ア・ポコやオレンジの会などの通称を使用

されていますが、日野町ではそのようなものはありますでしょうか。こども家庭セ

ンターとは、子どもがいる家庭の支援を目的に、児童相談所よりも身近な相談窓口

としていますが、身近な窓口になるような取組はされているのでしょうか。また、

ない場合は、今後される予定はあるのでしょうか。 

 ２点目、本年度は町長も少子化対策・子育て支援施策に力を入れて下さっていま

す。予算も今までにない金額となっています。子ども未来戦略会議を経て、たくさ

んの新規および拡充された事業がありますが、どのぐらいを見込んで、どのような

計画を立てて今後進められるのでしょうか。また、具体的にどのような議論をされ

ているのか教えていただきたいです。 

 ３点目、学校教育に関しては、日野町に特化した事業がたくさんあるとのことで

すが、そもそもの土台となる家庭教育や社会教育の分野で、特に力を入れているも

のがあったら教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 子ども支援課長。 

子ども支援課長（森弘一郎君） まず私のほうから、１番目と２番目の再質問につい

てお答えをさせていただきます。 

 まず、こども家庭相談センターはどこにあるのかという質問でございました。こ

ちらのほうは、今、子ども支援課のほうに事務所がございまして、主にこども家庭

相談センターでは、まず母子保健事業、今、福祉保健課の保健担当が担っている事

業と、また子ども支援課のほうで行っている子育て支援、この２つの業務を併せ持

って連携をさせて、そういった様々な子ども・子育てに関係する支援や、相談窓口

という形で置いているものでございます。なかなか分かりにくい硬い名称で、そう

いう意味で愛称名というか、そういう形はないのかということでお聞きいただいた
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と思うんですけども、今現在のところ、そういった愛称の設置は検討しておりませ

んが、確かに議員おっしゃるとおり、これはどこにでもある、国がそういったこど

も家庭センターの設置をということで下ろしていただいて、県内でも各市町が設置

をしているという状況でして、本当にありきたりというますか、硬いイメージを確

かに持たれるということですので、まだちょっとどうなるかは分かりませんが、今

後そういった愛称を、日野町でも「ぽけっと」とか「くれよん」とか、そういった

本当にすごく地域に定着した施設もございますので、そういうことは研究をしてま

いりたいなというふうに今思っておるところでございます。 

 また、せんだってなんですけども、時間外に日野こども家庭センターはどこにあ

りますでしょうかという形で来られた親御さんがいらっしゃいました。どこかでホ

ームページやらを見て役場まで来ていただいて、今日は下見に来たんですというこ

とで、こども家庭センターをご存じでいらっしゃって、お子さんを２人連れて来て

いただきました。本当に子育てで忙しい中、外に出られるタイミングもこういう時

間になってしまうんだなということで、こちらもいろいろ反省というか、まだこう

いった対応ができていない状況もあるんだなということもありましたし、今のＬＩ

ＮＥもそうなんですけども、そういった相談体制の充実の検討も本当に必要やなと

いうふうに感じたところもございます。 

 また、２点目の少子化対策・未来戦略会議の取組ということで、先ほど町長答弁

の中にもありました。今回、令和６年度に検討いたしまして、７年度から新規・拡

充事業ということを各課で出し合って、新規で取り組むもの、さらに今ある事業の

拡充をするものということで、多く出させてもらっております。ＬＩＮＥのほうも

そうですし、先ほどからの公園整備もそうなんですけども、こちらのほうの予算規

模的な話については、町長の肝煎りということもございまして、多くの予算が、ち

ょっと私のほうではすみません、数字はあれなんですけども、今までよりもそこへ

特化して予算を配分いただいたということは認識しておりますし、しっかりと予算

もそうですが、その取組内容に見合うような形で全庁一丸となって取り組んでまい

りたいというふうに思っております。また、今後もこの未来戦略会議の中で、しっ

かりと経過などの事業の進捗状況を管理する中で、新たにまだ課題として残ってい

る取組事業も各課・部門ごとにも協議しながら、しっかりと継続して今年度も取り

組んでまいりまして、来年度の新規事業にも上げていこうということで、今、未来

戦略会議でも会議を行っているという状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） 錦戸議員から家庭教育、とりわけ社会教育に関わって、どの

ような取組なのかというふうなことについて、再質問を頂いたところでございます。 

 申し上げたいことはたくさんあるんですけれども、いろんな取組を進めていると
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ころでございます。日野の子どもたちの夢と希望を家庭、学校、地域で取り組もう

というふうなことで、こんなリーフレットがございます。幼少期から中学校義務教

育を終えるまでの16年間のプロジェクトをどういうふうに進めているのかという

ことで、とりわけ就学前で取り組んでいる内容、小学校の低学年・中学年・高学年、

そして中学校で取り組んでいる内容というふうなことで、大切な内容をちりばめた

リーフレットがあるんです。その中には、夢と志を持ち、共に育ち、共に生きる活

力ある人づくりのプロジェクトとして、家庭、学校、地域が一体となった教育を推

進していきましょうというふうな文言で、家庭のほうにも広げていきたいというふ

うな思いを込めているところでございます。そして、皆さんもご存じのとおり、ひ

のっこカレンダーを作って、子どもたちのほうに生きる力を高めていくための非認

知能力をいかにつけていくのかというふうなことを学校だけではなく、家庭、地域

の皆さんと一緒に進めていきましょうというふうなことで、宣言をつくっていただ

きまして、今広めているところでございます。7,500部を印刷しまして、全てのご

家庭にこのカレンダーがあるというふうなことも、私はほかの町にない、自慢でき

る大きな子育ての取組ではないかなと、家庭教育の取組ではないかなというふうに

思うところでございます。 

 さらに、先ほど再質問があった中のセンターの取組についてでございますけれど

も、自分の思いとして、中学校を卒業するまでの16年間のプロジェクトというふう

なこともあるんですけれども、その中でネガティブな課題として、生徒指導の課題

もあります。不登校の課題もあります。そういった子どもたち、とりわけ中学校と

か高校生になって、いろいろと出てくる課題の中で、これまでの生育歴をたどって

いくと、就学前の段階でもっともっといろいろと施策を講じていけば、改善できて

いた課題もあるんじゃないかなというふうなことを感じるところでございます。私

も小学校の教員で、小学校時代にもう少しここをこういうふうにしておいてやれば、

もっといろんな道が開けたかなというふうに思う事例を幾つか経験する中で、就学

前から縦のつながりを大事にして施策を講じていくというふうなことを本当に大

事にしなければならないなというふうに思うところでございます。そういう意味か

らすると、子ども支援課の新たにできたセンターと、教育委員会の生涯学習のセク

ションの横のつながり、さらにはその取組を家庭・地域のほうに広げていくという

ふうなことが今は本当に重要な課題だなというふうに受け止めているところでご

ざいますので、いろんなヒントをこれからも頂きたいなというふうに思うところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 錦戸由佳君。 

１番（錦戸由佳君） それでは要望も含めまして、再々質問をさせていただきます。

町には魅力的な教育がたくさんあるということで、教育長のほうからも今お話しい
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ただきました。 

 １点目は、例えば車で一、二時間行けば、日野町の周りにはいろいろな施設があ

ります。それをどう捉えるかは様々ですが、リストアップするとかなりの数が上げ

られます。これは逆を言えば、日野町に住めば車で行けるところがたくさんあり、

体験するところがたくさんあるということです。また、ほかからも日野町に１時間、

２時間かけて来られるということです。町長からも先ほど蛍の話もありましたが、

日野町ならではの体験をしていただくことは、町外からも来ていただけるというの

はとても魅力的な町だと思っています。そのようなところをメリットと捉えてもら

えるように、体験したいことがある場合にすぐに見れるように、これをするにはこ

こに行けばいいよというマップなどがあれば分かりやすいのではないかなと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 ２点目は、私たち子育て世代は毎日の子育てに日々追われていることもあり、ど

うにか少しでも楽しく子育てをしたいと、毎日工夫をしながら親自身も自分の機嫌

を取りながら過ごしています。だからこそ、どうしても不便なところについつい目

が行ってしまい、不満が出てしまうこともあります。例えば、習い事１つにしても、

車で他市町へ行かないとないものが多いです。私も息子を30分ほど離れた場所に通

わせていますが、町内にあればもっと楽になるのではと思ったりすることもありま

すが、その移動の30分をどのように捉えるのか、どう子どもとその時間を楽しむか

を毎日心がけて私自身は子育てを頑張っています。デメリットをメリットに変えな

がら、今現在子育てされている方が、まずは町内でどう楽しんで子育てをしてもら

うかを考える必要があるのかなと思います。そのためには、町内の魅力をまず町内

の方へもっとアピールが必要なのではないでしょうか。その点について、町長はい

かがお考えでしょうか。 

 教育長も今週、わたむきホール虹で行われるのど自慢の予選会に出場されるとお

聞きいたしました。松村和子さんの「帰ってこいよ」という選曲をされており、日

野町で育った子どもたちがいつでも帰ってこられる自慢の日野町であり続けるよ

うに、町民の皆様とともに町全体で日野町をつくっていきたいと私も思っています

ので、今後も引き続き人口減少・少子化対策に力を入れていただきたいと思います。

もし教育長の思いもお聞かせいただけるのでしたら、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（堀江和博君） 子育てのご質問等を頂いて、最後に町内のいいところがたくさ

んあるんやから、うまいことマップとか情報発信をと、おっしゃるとおりやなと思

います。錦戸議員は車の最中ですし、私の子どもは、私の家は周りが田んぼなので、

いつも探検に出ているんです。別に何もないんですよ。そんなマップに載るような

ことじゃないんですけど、探検に出て何か草が生えていたりとか虫がいて、季節ご
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とに探検に出ているので、その季節の違いであったりとか、今やと雨が降ったので、

昨日なんかは、近くに私が言うてるカタツムリの王国という場所がありまして、カ

タツムリが異様に大量発生している場所があるんです。それを子どもと折に触れて

確認をしに行くということもやっているんです。でも、それってよく思ったら、子

どもたちからするとめちゃくちゃ楽しい、ディズニーランドとは言わないですけど、

そんな場所になってるん違うかなと私も思っていまして、なので、例えば日野の町

なかやったら、日野の河原のあの辺りとかを散策するだけでもいろんな発見がもし

かしたらあるかもしれないんですけども、そこに住んでいる人からすると普通で当

たり前過ぎて、なので、それぐらいの解像度を持ったマニアックなマップとか、こ

のあぜ道を通るとめっちゃ面白いみたいな。そういう観点も何かありやなというの

を、今、錦戸議員がおっしゃられていた中で考えていたので、そういう観点からも

ＬＩＮＥとかもうまく使いながらできればいいなと思いましたので、いいご意見を

頂きまして、ありがとうございます。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（安田寛次君） 選曲への思いをよく本当に酌み取っていただいて、そのとお

り、私は書類選考のときにそういう思いを書いて、ＮＨＫさんのほうに送らせてい

ただいたところでございます。本当にこの町で育った子どもたちが、この町に戻っ

てきてほしい。そしてまた遠く都会に出た場合でも、いつも日野の町のことを思い

起こしてほしいし、この町のよさをより近くの人たちに語れるような、そんな子ど

もたちであってほしいな、そんな成人になってほしいなというふうに、常日頃、本

当に心の底から思いながら教育に当たっているところでございます。 

 以前、正木次長が教育委員会に若かりし頃におられたときに、あつまれひのっ子

わが町ウォッチングという事業を立ち上げて、本当に熱心に取り組んでくれていま

した。その小学生たちは今、大人世代になっています。その中で育った大人世代は、

非常に町のことをうれしく語ってくれています。私は、ふるさと日野教育の中で、

子どもたちが日野のことをいっぱい学ぶんですけれども、ほかの議員さんもよく言

われるんですけども、今、大人世代になっている人たちが日野の町のことをあまり

知らないというふうなことがあるんじゃないかなというふうに思っています。歴

史・文化のことも、先ほどの自然のことも、そしてまた町の産業のこともあまりご

存じないんじゃないかなというふうなことも、傾向としてあるんじゃないかなとい

うふうに思っています。そういう意味で、親子で日野の町のことをいろいろと学ぶ

というふうな機会もこれからつくれたらいいかなというふうに思っています。何を

おいても、大人自身がこの町はよい町なんやということをいかに語れるか、人口は

いずれ減ると思いますよ、でもこの町に若者が残ることになるんじゃないかなと思

います。程よい田舎ですが、この町はすばらしい町なんやという、この町に対する
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大人自身の愛着と誇りを、いかに皆さんが私も含めて語れるか、ここにかかってい

るんじゃないかなと、私は本当に心の底から思っています。みんなで頑張りたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 錦戸由佳君。 

１番（錦戸由佳君） 町長や教育長の前向きな考えやお気持ちを聞かせていただきま

したので、私たち子育て世代の声も、ほかの世代と併せて大切にしていただけると

とてもうれしく思います。私も子育て世代の代表として、毎日子育てを頑張ってい

ける気持ちが今、もう少し、ちょっとアップしたような気がしますので、これから

も子どもたちと一緒に頑張って、日野町をよい町にしていきたいと思います。 

 これで私の質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 以上で５名の諸君の質問は終わりました。 

 その他の諸君の一般質問は明13日行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、その他の諸君の一般質問は明13日に行いますので、定刻ご参集をお願

いいたします。 

 本日はこれをもちまして散会いたします。 

 全員起立、一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） お疲れさまでした。 

－散会 １７時４１分－ 


